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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接して配置された物体から指紋画像を形成するように構成された、積層された平面の
指紋センサと、
　スイッチであって、ユーザが前記センサに接触している間に同時に該スイッチを駆動で
きるように前記積層された平面の指紋センサ内に埋め込まれた該スイッチと、
を含むことを特徴とする、指紋感知システム。
【請求項２】
　前記スイッチが、ユーザが前記センサに接触すると同時に前記スイッチを作動できるよ
うにさらに構成されることを特徴とする、請求項１に記載の指紋感知システム。
【請求項３】
　前記スイッチが、ユーザが前記センサに接触すると同時に前記スイッチを押し下げるこ
とができるようにさらに構成されることを特徴とする、請求項１に記載の指紋感知システ
ム。
【請求項４】
　前記スイッチが、ユーザが前記センサに接触すると同時に前記スイッチを押すことがで
きるようにさらに構成されることを特徴とする、請求項１に記載の指紋感知システム。
【請求項５】
　前記スイッチ及び前記指紋センサが、前記センサに電力を供給するため、及び、ユーザ
に対して装置へのアクセスを許可する前に、予めメモリに保存された１つまたは複数の指
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紋画像と照合して前記形成された指紋画像を認証するユーザ認証シーケンスを開始するた
め、前記ユーザが前記スイッチに接触することができるように構成されることを特徴とす
る、請求項１に記載の指紋感知システム。
【請求項６】
　積層された平面の指紋センサと、
　前記センサを保持するように構成された取り付けモジュールと、
　スイッチであって、ユーザが前記センサに接触している間に同時に該スイッチを駆動で
きるように前記積層された平面の指紋センサ内に埋め込まれた該スイッチと、
を含むことを特徴とする、センサ取り付けシステム。
【請求項７】
　前記取り付けモジュールが、へこみを伴って構成されたベゼルを含み、センサ上に取り
付けられることを特徴とする、請求項６に記載のセンサ取り付けシステム。
【請求項８】
　前記センサが、シリコン配置センサであることを特徴とする、請求項６に記載のセンサ
取り付けシステム。
【請求項９】
　前記センサが、容量性シリコン配置センサであることを特徴とする、請求項６に記載の
センサ取り付けシステム。
【請求項１０】
　前記センサが、指紋スワイプセンサであることを特徴とする、請求項６に記載のセンサ
取り付けシステム。
【請求項１１】
　前記センサが、チップオンフレックス（ＣＯＦ）スワイプセンサであることを特徴とす
る、請求項６に記載のセンサ取り付けシステム。
【請求項１２】
　前記センサが、
　近接して配置された物体へ信号を送信するように構成される、複数のほぼ平行な駆動ラ
インと、
　前記駆動ラインにほぼ垂直に配置される複数のほぼ平行なピックアップラインと、
　を含み、
　前記駆動ラインが、インピーダンスを感知できるクロスオーバー位置を形成するために
誘電体層によって前記ピックアップラインから分離される
ことを特徴とする、請求項６に記載のセンサ取り付けシステム。
【請求項１３】
　前記指紋センサは、さらに、
　基準プレートと、
　前記基準プレートと１以上のピックアップラインとに接続する差動アンプと、
　を含み、
　前記差動アンプは、前記１以上のピックアップラインのうちの１つのピックアップライ
ンからの信号と前記基準プレートからの信号との間の差分を求めるように構成される
ことを特徴とする、請求項１２に記載のセンサ取り付けシステム。
【請求項１４】
　前記駆動ライン及び前記ピックアップラインは、指が接触する領域を形成し、
　前記基準プレートは、前記指が接触する領域の外部に配置される
ことを特徴とする、請求項１３に記載のセンサ取り付けシステム。
【請求項１５】
　前記センサ取り付けシステムは、さらに、
　前記差動アンプに接続し、前記複数の駆動ラインのうちの１つの駆動ラインの信号のキ
ャリア周波数に同調するバンドパスフィルター
を含むことを特徴とする、請求項１３に記載のセンサ取り付けシステム。
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【請求項１６】
　前記指紋センサ及び前記スイッチは、移動通信装置に組み込まれている
ことを特徴とする、請求項１に記載の指紋感知システム。
【請求項１７】
　前記センサは、
　近接して配置された物体へ信号を送信するように構成される、複数のほぼ平行な駆動ラ
インと、
　前記駆動ラインにほぼ垂直に配置される複数のほぼ平行なピックアップラインと
　を含み、
　前記駆動ラインが、インピーダンスを感知できるクロスオーバー位置を形成するために
誘電体層によって前記ピックアップラインから分離される
ことを特徴とする、請求項１に記載の指紋感知システム。
【請求項１８】
　前記指紋センサは、さらに、
　基準プレートと、
　前記基準プレートと１以上のピックアップラインとに接続する差動アンプと、
　を含み、
　前記差動アンプは、前記１以上のピックアップラインのうちの１つのピックアップライ
ンからの信号と前記基準プレートからの信号との間の差分を求めるように構成される
ことを特徴とする、請求項１７に記載の指紋感知システム。
【請求項１９】
　前記駆動ライン及び前記ピックアップラインは、指が接触する領域を形成し、
　前記基準プレートは、前記指が接触する領域の外部に配置される
ことを特徴とする、請求項１８に記載の指紋感知システム。
【請求項２０】
　前記指紋感知システムは、さらに、
　前記差動アンプに接続し、前記複数の駆動ラインのうちの１つの駆動ラインの信号のキ
ャリア周波数に同調するバンドパスフィルター
を含むことを特徴とする、請求項１８に記載の指紋感知システム。
【請求項２１】
　前記指紋センサは、前記複数の駆動ラインのうちの少なくとも１つの駆動ライン、また
は、前記複数のピックアップラインのうちの少なくとも１つのピックアップラインに接続
する処理回路を含み、
　前記処理回路は、順に全ての前記駆動ラインを駆動して前記複数のピックアップライン
のうちの１以上のピックアップラインの１以上の信号を検出することにより、第１の安全
モードで動作するように構成され、且つ、順に前記複数の駆動ラインの一部のみを駆動し
て前記複数のピックアップラインのうちの１以上のピックアップラインの１以上の信号を
検出することにより、第２の安全モードで動作するように構成される
ことを特徴とする、請求項１７に記載の指紋感知システム。
【請求項２２】
　前記指紋センサは、前記複数の駆動ラインのうちの少なくとも１つの駆動ライン、また
は、前記複数のピックアップラインのうちの少なくとも１つのピックアップラインに接続
する処理回路を含み、
　前記処理回路は、順に前記複数のピックアップラインのうちの各々のピックアップライ
ンを検出器に接続して前記接続されたピックアップラインに隣接するピックアップライン
を接地することにより、前記複数のピックアップラインのうちの１以上のピックアップラ
インの１以上の信号を検出するように構成される
ことを特徴とする、請求項１７に記載の指紋感知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
（本文中に技術分野に該当する記載なし）
【背景技術】
【０００２】
　本実施形態は、一般的に電子感知装置に関し、より具体的には、センサ近傍またはセン
サ周辺の物体を感知するためのセンサに関する。
【０００３】
　電子センサ市場において、所定の場所にある物体を感知するための様々なセンサが存在
する。かかるセンサは、センサ近傍または周辺の物体の存在を感知するために、物体の電
子的な特徴、物体の物理的な特徴、ならびに物体の形状、物体表面の質感、材料組成、生
物情報、及び感知されている物体のその他の特徴及び特性を感知するように構成されてい
る。
【０００４】
　センサは、センサの近くにある、またはセンサと接触している物体の温度、重量、また
は光子、磁気または原子などの種々の放射や、その他の特性を測定することによって、物
体の特性を受動的に検出するように構成され得る。その１つの例は、物体から放出される
黒体放射線スペクトルであり、このスペクトルから物体の温度を計測することのできるよ
うな黒体放射線スペクトルを検出する非接触赤外線温度計である。
【０００５】
　その他のセンサは、直接的に物体を電圧や電流などの刺激で励起し、結果として得られ
る信号を用いて物体の物理的または電気的特徴を決定することによって動作する。その１
つの例は、媒体を電源で励起する１つの端子と、水などの導電性流体の存在を判定するた
めに電流フローを測定するもう１つの端子との、２つの端子から構成される流体検出計で
ある。
【０００６】
　物体の一点計測は、物体に関する十分な情報を提供しないことがよくあるため、計測の
二次元アレーを収集することが、しばしば有利である。インピーダンスの二次元アレーは
、ライン感知アレーを物体表面上で移動させ、その後、ファックス機が行うように二次元
画像のラインの復元により線で描くことによって作られ得る。その１つの例は、指をその
画面上に滑らせると、指紋の隆起部分とへこみ部分の間の容量の相違を測定するスワイプ
容量性指紋センサである。かかるセンサは、個々のライン情報を使用後、二次元の指紋イ
メージを再構築する。
【０００７】
　二次元画像を取得するためのより容易な方法は、二次元センサアレーを作ることである
。しかしながら、かかるセンサは、アレー中に必要な感知点が膨大であるために、コスト
が法外となり得る。その１つの例は、二次元容量性指紋センサである。これらのセンサの
多くが現在製造されているが、１５０ｍｍ２以上のシリコン面積を使用するために、その
多くのアプリケーションがコスト的に法外なものとなっている。
【０００８】
　これらの異なる種類の電子センサは、指紋など、人々の生物学的特徴及び特性を測定す
るための生体認証機能を有するセンサや、医療モニタ装置などの医療分野へのアプリケー
ション、流体測定モニタ、及びその他の多くのセンサへのアプリケーションなど、種々の
アプリケーションに使用されてきた。一般的には、種々の装置の感知エレメントは、物体
の情報処理を行い、物体の特徴及び特性についての解明ができるようにすべく構成された
プロセッサに接続されている。
【０００９】
　特定例としての二次元画像センサには多くのアプリケーションがあり、革新者たちは、
所望の特徴、及び機能に達しない最新技術で奮闘してきた。例えば、指紋センサは長年に
わたって存在し、多くの環境下で識別認証を行い、制限された領域及び情報に対してアク
セスを提供し、またその他の使用をするために、利用されてきた。本特許出願において、
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異なる種類の指紋センサであって、実施形態が応用可能なセンサが、説明を容易にする目
的のために、その応用例として強調されるが、その他の種類のアプリケーションも、この
背景技術の議論と関連があり、発明の詳細な説明においても論じられる。これらの配置セ
ンサは、ユーザの指から指紋のフル画像を取得し、取得した画像と保存した画像とを認証
のために比較するように構成された指紋配置センサなどのように、センサの近傍またはそ
の周辺の物体を感知するように構成され得る。あるいは、センサは、指紋の部分的な画像
を取得し、指紋の画像を再構築し、認証のために、取得した画像と保存した画像とを比較
する指紋スワイプセンサなどのように、センサの周辺の物体の動的な動きを感知するよう
に構成され得る。
【００１０】
　かかるアプリケーションにおいて、コストは、市販製品にとって常に重要な要因である
ものの、決定的に重要な意味を持つというほどではなく、正確性と信頼性が、従前におい
ても現在においても最重要要因である。一般的に、配置センサ、即ち、ユーザの指紋表面
から一度に指紋画像を感知するセンサの二次元グリッドが自明の選択であったし、その多
くの構成が殆どのアプリケーションにおいて標準となってきた。ひとたび指紋の画像がデ
ジタル形式で感知され、装置内で再生成されると、それは予め記録され保存した画像と比
較され、かかる取得した指紋画像と保存した画像とが一致すると認証が終了する。近年で
は、指紋センサは、ラップトップコンピュータ、携帯機器、携帯電話、その他の装置など
の、持ち運び可能な装置にその活路を見出している。正確性と信頼性は、相変わらず重要
であるが、システムの構成要素のコストが極めて重要である。従来の配置センサは、それ
らが全てシリコンセンサ表面を使用しているという１つの主たる理由のために、過去も現
在も極めて高価である。これらのシリコンセンサ表面は、シリコン材料が、コンピュータ
チップを製造する材料と同じ程度に高価であるため、極めて高価である。勿論、コンピュ
ータチップは、そのコストを軽減して性能を向上させるために年々小型化している。指紋
シリコンを小型化できない理由は、平均的な指紋の大きさを維持する必要があり、ユーザ
の指紋をフルスキャンする要請は、単に妥協が不可能だからである。認証における安全性
を適切なものとするために、完全な指紋の採取が要請される。
【００１１】
　指紋スワイプセンサを市場に投入してみる。スワイプセンサは、基本的には、ユーザが
センサラインに対して垂直な方向に指をスワイプすると、指紋特徴を感知するように構成
されたラインセンサを備えて設計される。指紋スワイプセンサは、必要なシリコンが遥か
に少なくてすみ、ピクセルセンサのアレーを有するラインセンサを構成するだけで十分な
ので、コストが節約できる。その幅は、平均的な指紋の幅に基づいて相変わらず固定され
ているが、その深さは配置サンサと比較すると大幅に小さくなっている。スワイプセンサ
のうち、いくつかは、容量性センサであり、指紋表面の容量が測定され、ラインごとに記
録される。その他のものは、指紋表面に直ちに入りこむ小さな信号パルスを送信し、ピッ
クアップラインにおいて応答を測定するが、ここでも、指紋の特徴がラインごとに記録さ
れる。いずれの場合においても、配置センサとは異なり、指紋のフル画像は、ユーザがス
ワイプを終了した後に再構築される必要があり、個々のラインは組み立て直されて指紋の
フル画像の作成のために与えられる。この画像はラップトップその他の装置に保存した画
像と比較され、その後、適切な照合をみれば、ユーザ認証が行われる。
【００１２】
　容量性スワイプセンサ用に、直流（ＤＣ）切り替えコンデンサ技術による第一世代セン
サが構築された（例えば米国特許第６，０１１，８５９号）。この手法は、その間にコン
デンサを形成する、ピクセルごとの２つのプレートを使用することを必要とし、これによ
り、指の隆起部分の局部的な存在が空気に対するコンデンサの値を変化させることを可能
にするものであった。これらのＤＣコンデンサの構成は、指紋表面から撮像するものであ
ったが、指表面下に浸透するものではなかった。したがって、これらに対して、異なる不
正技術によって簡単に指紋のなりすまし、つまり偽造が簡単に行われ、また、ユーザの指
が乾燥しているときは性能が悪かった。ＲＦ（無線周波数）センサがその後導入されたが
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、これは、そのいくつかが指紋を感知するためにユーザの指表面を読み、かつ、ユーザの
指の内層を読み込むことができたためである。異なる無線周波数が、振幅変調（ＡＭ）、
位相変調（ＰＭ）を含む異なる検出形式とともに、様々な装置によって利用されてきた。
また、異なる構成の送信器や受信器があり、１つのタイプ（例えば米国特許第５，９６３
，６７９号）は、単一の送信器リングと、オンチップ感知用に最適化された複数の低品質
の受信器の配列とを使用する。対照的に、別のタイプ（例えば米国特許第７，０９９，４
９６号）では、オフチップ感知用に最適化されたコーム状のプレート構造においてただ１
つの極めて高品質の受信器とともにＲＦ送信器の大規模なアレーを使用する。
【００１３】
　低コスト配置センサの開発における１つの重要な障害は、ピクセル密度の問題であり、
また、その結果、センサ装置の層間で多くの相互接続が必要となったことにあった。指紋
アプリケーション用の一般的なセンサは、１０ｍｍ×１０ｍｍのオーダであって、解像度
は５００ｄｐｉであろう。かかるセンサアレーは、概ね２００行と２００列の積であり、
これは、装置において層間で２００のビア接続が必要であることを意味する。半導体のビ
アはかなりの程度、小型化し得るものの、センサをシリコンに実装するためのコストは、
上記のごとく法外であることが証明されている。
【００１４】
　大衆市場に向けて十分低コストの配置センサを製造するために、回路基板エッチングな
ど、より低コストの処理過程が採用されなければならない。回路基板のビアピッチにおい
て、現在の最新技術では、２００μｍのオーダであり、これに対してセンサアレー自体は
、５０μｍピッチのオーダである。加えて、回路基板の層間のビアを形成するために必要
な追加の処理過程の工程は各層上のトレース（線）の最小限ピッチの許容値を大幅に増大
させた。片面回路は、僅か３５μｍのラインピッチで高収率にて容易に組み立てられ得る
一方、両面回路は６０μｍ以上のオーダの最小限のラインピッチを必要とし、フル画像の
５００ｄｐｉのセンサアレーを実装するには粗過ぎる。さらにもう１つ考えられることは
、同様のライン密度では、ビアを有する両面回路は、その単位面積において片面回路の数
倍高価であり、高密度両面回路を低コストのセンサへ応用するにはコストがかかりすぎる
。
【００１５】
　ラップトップ装置に対しては、スワイプセンサの採用が、コスト面から押し進められた
。スワイプセンサは、配置センサと比較して遥かに安価であり、ラップトップ製造業者の
殆どが価格のみに基づいてスワイプセンサを採用していた。コストの節約は、シリコン面
積がより少なくてすむことの結果である。より最近では、シリコンセンサに替わるものが
台頭しているが、これは、その上にエッチングされた感知プレートを載せたプラスチック
製Ｋａｐｔｏｎ（商標）を使用し、別個のプロセッサチップに接続するというものである
（例えば米国特許第７，０９９，４９６号）。これにより、センサのシリコン部分が感知
エレメントから分離され、シリコンが、ムーアの法則にしたがって、加工技術の進歩に比
例して、長さ、幅、及び深さにおいて最適な大きさへと縮小するようになった。この技術
の進歩により安価で耐久性の高いスワイプセンサが実現したが、かかるスワイプセンサは
、単純な二次元配置フォーマットから変化した結果生じた基本的な画像再構築及び人間工
学の問題を克服できなかった。スワイプセンサは、より安価であることに加え、それが、
ラップトップであろうが、携帯電話または個人データ装置などのより小さな装置であろう
が、ホスト装置において、より小さな領域ですませることができる。
【００１６】
　殆どのスワイプクラスセンサにおいて、指紋再構築の処理過程は、当初予想したよりも
ユーザにとっては、人間工学上の問題点が大きく、また品質管理を行う技術者にとっても
、より大きな負担となることが判明した。ユーザは、指の接触圧力を制御することに加え
、センサラインに対して指を直角に、ほぼまっすぐ、直線方向にスワイプする訓練を行う
必要があった。ユーザがより上達するための一助としてソフトウェアトレーニングプログ
ラムが書かれたが、異なる環境要因や、同じ動きを反復できない人もいたことから、スワ
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イプセンサは使い難いとの評判が定着した。現場からの初期データにより、大多数の人々
が購入した装置においてスワイプセンサを定期的に使用しておらず、パスワードを使用す
ることを逆戻りして選択していることが判明した。取得した画像と再構築した画像との間
の一致性処理において最大限の正確性と性能を達成しようとする品質管理を行う技術者は
、配置センサと比較してスワイプセンサでは、誤った拒否（ＦＲＲ）及び誤った受容（Ｆ
ＡＲ）の数が遥かに多いことを見出した。これらの再構築アルゴリズム改善の試みは、配
置センサと同等の統計学上の性能をあげることができなかった。
【００１７】
　ホストに占める領域が小さいなどの、その他のスワイプセンサに関する主張も奏功しな
かった。ユーザが指を置き、スワイプを行うのを支援するためにホスト装置の表面に種々
の斜面、ウェル、及び指ガイドを組み込まなければならなかった。これらの構成は、結局
、実際のセンサ領域に加えて多大な場所を占めることとなった。最終的には、スワイプセ
ンサは、配置センサとほぼ同じ空間を占めるにいたった。これは、フルサイズのラップト
ップでは大した問題ではなかったが、現在は、小さなラップトップ及びネットブック、携
帯電話、携帯端末、ならびにキーフォブなどその他の小さな装置にとっては、由々しき問
題となっている。
【００１８】
　領域の問題は、現在、ラップトップにおいてマウスやタッチパッドなどが果たしている
ナビゲーションの役割を指紋センサが果たすことを必要とする携帯装置製造業者にはさら
に問題となっている。スワイプセンサは、ピクセルの非対称アレーによって構成されてい
るという事実により、マウスやタッチパッドの代替として劣ることが証明されている。ス
ワイプセンサは、指のスワイプの正常な軸における動きを検出するうえでは優れているが
、わき道へ逸れた動きを正確に追行するには難がある。軸外の角運動は、感知するのがさ
らに困難で、センサラインに対してその動きを付加するために多大なプロセッサ資源を必
要とし、しばしば大きな角を解像するのに困難を伴う。こうした全行為の副産物として滑
らかでない動きが生じ、使用が困難である。
【００１９】
　低コストの二次元指紋センサアレーが市場ニーズに応えることは明らかであるが、現在
の技術では、このニーズを満たせなかった。従来の容量性指紋センサは、一般的に、感知
ピクセルアレーを形成するために、独特の電極構造を使用していた。これらの電極構造は
、一般的には四角形状または円形状で、平行プレート構造（例えば米国特許第５，３２５
，４４２号及び第５，９６３，６７９号）または同一平面上の構造（例えば米国特許第６
，０１１，８５９号及び第７，０９９，４９６号）をとり得る。
【００２０】
　これらの先行技術の手法は、感知エレメントの低コスト二次元アレーに構成可能でない
。多くの容量性指紋センサ（例えば米国特許第５，９６３，６７９号及び第６，０１１，
８５９号）は、シリコンチップの細いラインの多層ルーティング機能を使用する以外は実
装が実用的でない相互接続密度で駆動感知機器に接続しなければならないプレート構造を
有し、したがって前述したように高価なシリコンダイを多数必要とする。その他のセンサ
（例えば米国特許第７，０９９，４９６号）は、安価なポリマーフィルム上でオフチップ
感知エレメントを使用するが、そのセンサセルアーキテクチャは、本質的に一次元であり
、二次元マトリックスへ拡張し得ない。
【００２１】
　容量性感知アレーのその他のアプリケーションは、タッチパッド及びタッチスクリーン
の分野においてであった。タッチパッド及びタッチスクリーン装置は、駆動検知トレース
のアレーと、独特の感知電極から構成されるため、数１００ミクロンを下回る解像は行い
得ず、この技術は、詳細な画像アプリケーションに適したものとなっていない。これらの
装置は、指の接触、または近接を検出できるが、感知される物体内の隆起部分やへこみ部
分などの細かい特徴を検出するのに必要な空間分解能もグレースケール解像も提供しない
。
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【００２２】
　タッチパッド分野における従来技術では、導電性（例えば米国特許第５，４９５，０７
７号）か容量性（例えば米国公報第２００６／００９７９９１号）の一連の電極を利用す
る。一般的に、この一連の電極は、駆動感知トレースに接続される。動作中、これらの装
置は、そのスケールが相互接続のトレース自体よりも大幅に大きいピクセルを作り出す。
その目的は、ユーザがカーソルをナビゲートでき、スクリーン上の物体を選択でき、また
はスクリーン上に描かれたページを動かすことができるようにするために、一般的に物体
の存在及び動きを感知することである。したがって、これらの装置は、隣接する物体を感
知する際に低い解像度で動作する。
【００２３】
　したがって、本技術においては、例えば、指紋感知及び認証などの異なるアプリケーシ
ョンに使用するための高品質かつ正確な配置センサを提供し得る改善された装置であって
種々のアプリケーションにおいてマウスやタッチパッドのようなナビゲーション装置とし
ても動作し得る装置に対するニーズが存在する。後ほどみるように、実施形態は、これら
のニーズ及びその他のニーズに応える装置を明確に提供している。
【００２４】
　携帯装置の小型化に対する要求や機能的な要求を考えると、スペースの節約が重要であ
る。そこで、スペースをとってしまうより多くの構成要素を必要とすることなく、多機能
がユーザにとって利用可能となるために、センサの機能と、電源スイッチ、選択スイッチ
、その他の構成要素などの、他の構成要素の機能とを組み合わせ得ることも有用であろう
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、駆動・ピックアップラインを分離する絶縁体の誘電体層を有する、駆動
・ピックアッププレート構造を示す１つの実施形態の線図を示す。
【図２】図２は、１つの駆動プレートが電源によって励起された、駆動・ピックアッププ
レート構造に近接している物体がない状態の基本的な電界の動作を示す１つの実施形態の
基本的な線図を示す。
【図３】図３は、１つの駆動プレートが電源によって励起された、駆動・ピックアッププ
レート構造に近接している物体がある状態の基本的な電界の動作を示す１つの実施形態の
基本的な線図を示している。
【図４】図４は、１つの駆動プレートが電源によって励起された、駆動・ピックアッププ
レート構造に近接している物体がある状態とない状態の電界強度における相違を示すセン
サの１つの実施形態の基本的な線図を示している。
【図５】図５は、選択されたピックアッププレートが増幅され、非アクティブな全駆動部
とピックアッププレートが接地された、駆動・ピックアッププレート構造に近接している
物体がある状態の基本的な電界の動作を示す１つの実施形態の基本的な線図を示している
。
【図６ａ】図６ａは、アクティブな電極対に近接している、隆起部分の表面特徴を含む指
または物体がある状態の基本的な電界の動作を示す１つの実施形態の基本的な線図を示し
ている。
【図６ｂ】図６ｂは、アクティブな電極対に近接している、へこみ部分の表面特徴を含む
指または物体がある状態の基本的な電界の動作を示す１つの実施形態の基本的な線図を示
している。
【図７】図７は、各駆動／ピックアップのクロスオーバーにおけるセンサの電気的結合を
示すランプ回路構成要素によって表されたｘ－ｙグリッドのプレートの行及び列の線図を
示している。
【図８】図８は、選択されたピックアッププレートから信号を取り出し、ノイズ軽減の目
的で基準信号プレートから、その信号を減算する差動アンプを使用する配置の実施形態の
１つの実施形態の１つの実施例を示している。
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【図９ａ】図９ａは、入力した負荷効果を補償するためにタンク回路を組み込んだ、１つ
の実施形態の駆動・感知多重化電気回路を示している。
【図９ｂ】図９ｂは、入力した負荷効果を最小化するために直列バッファーを組み込んだ
、１つの実施形態の駆動・感知多重化電気回路を示している。
【図９ｃ】図９ｃは、負荷効果を最小化するために各センサ専用のバッファーを組み込ん
だ、１つの実施形態の駆動・感知多重化電気回路を示している。
【図１０】図１０は、感知した信号を処理するアナログ受信器と、駆動・感知ラインスキ
ャン機能を発揮する処理用電気回路とを組み込んだ１つの実施形態を示している。
【図１１】図１１は、感知した信号を処理するダイレクトデジタル変換受信器と、駆動・
感知ラインスキャン機能を発揮する処理用電気回路とを組み込んだ１つの実施形態を示し
ている。
【図１２Ａ】図１２Ａは、折り畳む前に展開された実施形態の折り畳み態様を組み込んだ
１つの実施形態のための駆動・感知トレースの展開図の１つの実施例を示している。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、折り畳む前に展開された実施形態の折り畳み態様を組み込んだ
１つの実施形態のための駆動・感知トレースの展開図の１つの実施例を示している。
【図１３ａ】図１３ａは、折り畳み後の折り畳み態様を組み込んだ１つの実施形態の積層
を示している。
【図１３ｂ】図１３ｂは、折り畳んで硬質モジュールへ組み立てた後の折り畳み態様を組
み込んだ１つの実施形態を示す。
【図１４】図１４は、物体の特徴を感知する目的のために１つの実施形態によって構成さ
れたセンサシステムを示している。
【図１５】図１５は、指紋の特徴を感知する１つの実施例を示している。
【図１６】図１６は、１つの実施形態によって構成されたセンサシステムにより二次元画
像を収集するのに必要な処理過程のフローを示している。
【図１７ａ】図１７ａは、１つの実施形態によって構成された指紋センサシステムにより
ユーザの認証を行うのに必要な処理過程のフローを示す。
【図１７ｂ】図１７ｂは、ユーザ認証アプリケーションにおいて一般的に利用される、指
紋画像からのテンプレート解凍の処理過程を示している。
【図１８Ａ】図１８Ａは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチを有する指紋センサシステムの１つの実施例を示して
いる。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチを有する指紋センサシステムの１つの実施例を示して
いる。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチを有する指紋センサシステムの１つの実施例を示して
いる。
【図１８Ｄ】図１８Ｄは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチを有する指紋センサシステムの１つの実施例を示して
いる。
【図１９Ａ】図１９Ａは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｄ】図１９Ｄは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
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とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｅ】図１９Ｅは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｆ】図１９Ｆは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｇ】図１９Ｇは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｈ】図１９Ｈは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｉ】図１９Ｉは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、この実施例においては、ドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図１９Ｊ】図１９Ｊは、ユーザが指紋センサと接触し、同時にスイッチを作動させるこ
とができるように、一体型スイッチ、及びこの実施例においてドームスイッチを有する指
紋センサシステムのその他の実施例を示している。
【図２０】図２０は、指紋センサとしての同じ基板上に形成されたスイッチの１つの実施
形態の上面図を示している。
【図２１Ａ】図２１Ａは、図２０に示された埋め込みスイッチの動作を示す詳細な図であ
る。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、図２０に示された埋め込みスイッチの動作を示す詳細な図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　背景技術で議論したように、二次元インピーダンスセンサには多くのアプリケーション
があり、実施形態は、従来技術が多くのアプリケーションに供されるうえで不十分であっ
た点に対して幅広い解決法を提供する。一般的に、１つの実施形態は、二次元センサに関
するものであり、配置センサ、領域センサ、２Ｄセンサとも呼ばれ、それ自体の上に折り
畳まれることができて互いに直交する個別のセンサラインを有するグリッドアレーを形成
する、例えばフレキシブルな基板などの基板上に配置されたセンサラインを有し、異なる
センサラインのクロスオーバー位置が物体の特徴及び／または特性に関する情報を収集す
るための感知場所を作り出す。
【００２７】
　１つの実施形態において、駆動ラインとピックアップラインは、それらが互いに伝導す
るように電気的にクロスオーバーまたは接続しておらず、ピックアップラインへと突出す
る駆動ラインが電界を受信できるように隔たりを伴ったインピーダンスを感知する電極対
を形成して、異なる電極構造をとらなくてもよくしている。散在する誘電体と交差する２
つのラインは、固有のインピーダンス感知電極対を作り出す。このように、センサは、物
体の特徴及び／または特性を識別する１ピクセルの情報を取得するために、２つの一次元
センサラインを駆動するように構成されている。従来のセンサとは異なり、ある特定の実
施形態によって構成されたセンサは、駆動・ピックアップラインの個別の対を駆動し、結
果として得られた信号を取得することにより、１つの物体から複数ピクセル情報を取得可
能な二次元グリッドを提供し得る。この信号は、１つの物体の特徴及び／または特性を明
確にするために、論理回路または処理回路によって処理され得る。例えば、情報は、指紋
などの１つの物体のレンダリングを作成し、そのレンダリングを認証のための安全な情報
と比較するために使用され得る。
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【００２８】
　１つの実施形態によれば、また、従来の手法とは対照的に、装置は、駆動・ピックアッ
プライン間の交差部分に形成される固有のインピーダンス感知電極対を利用することがで
きる。動作時、電界は、駆動・ピックアップラインを、同時に特定のクロスオーバー位置
によって感知される領域の近傍または周辺に接地させることにより、さらにフォーカスさ
せてもよい。このことは、他の駆動・ピックアップラインが同時に電界を感知した場合に
起こり得る障害を防止する。１つ以上の電極対が同時に感知され得る。しかしながら、解
像度が重要な要因である場合には、互いの距離が近すぎて障害を防止できず、特定の解像
度で物体の特徴を感知するうえで正確性を維持できない感知電極対を避けることが好まし
いかもしれない。本明細書の目的上、「固有の電極対」は、各駆動・ピックアップライン
のクロスオーバー位置に形成されるインピーダンス感知電極対の使用を指す。実施形態が
各固有の電極対を感知エレメントとして各クロスオーバー部分で使用するという事実のた
め、相互接続ラインから個別の感知ノードを差別化できる幾何学的特徴は個別の感知ノー
ドに存在しない。その結果、駆動層と感知層との間のアラインメントは決定的に重要とい
うわけではなくなり、製造処理過程を大幅に簡素化する。
【００２９】
　隣接する非アクティブな駆動・ピックアップラインを接地すると、従来技術で採用され
た専用のガードリング（例えば米国特許第５，９６３，６７９号）などの複雑な対策を必
要とすることなく、各固有の電極対に形成されるピクセルが制限される。その代わり、ピ
クセル周辺のガードグラウンドが、隣接する非アクティブな駆動・ピックアップラインを
接地電位に変換することによって動的に形成される。このことは、所与の処理過程のため
の最小限のピクセルピッチが最小限の特徴間隔と同じであるために、比較的解像度が低い
製造処理過程を伴い、高密度のピクセルフィールドの形成を可能にする。このことは、低
コストの配置センサを製造するうえで鍵となる、低コストの製造処理過程と材料の使用を
可能にする。
【００３０】
　１つの実施例において、センサラインは、駆動ラインを１つの層上に、ピックアップラ
インをもう１つの層上にして構成されることができ、層は、個別のセンサライン、駆動・
ピックアップラインが互いにクロスオーバーして、各クロスオーバー位置でインピーダン
ス感知電極対を形成するように互いに配置される。これらのクロスオーバー位置は、１つ
の物体の特徴及び／または特性の個別のデータポイントの多くが取得され得る、個別にフ
ォーカスされた電気ピックアップ場所若しくはピクセルまたは電極対を提供する。高度の
フィールドフォーカスは、固有の電極対の大きさが小さいことと、非アクティブなプレー
トにより提供される隣接グラウンドが高密度であることによる。フレキシブル基板は、物
体に関する情報を電子的に取得するために、センサラインと信号を送受信するための論理
回路または処理回路を伴って構成される第二の基板を有し得る。あるいは、互いに個別の
センサラインを担持し互いに層として重なる２つの基板が存在し、論理回路または処理回
路に接続するために第三の基板と接続されてもよい。
【００３１】
　ピックアップセルの隣接層の垂線間のクロスオーバー位置を利用すると、層間のアライ
ンメントに対する要求が大幅に減少する。センサピクセル場所にはアラインメントのため
のユニークな特徴がないために、層間のアラインメントに対して実際に要求されるのは垂
直を維持することのみである。感知セル場所が、従来技術の指紋センサに典型的にみられ
る平行プレート特徴などの特定の特徴を有する場合は、アラインメント要求は、ピクセル
サイズの４分の１未満のＸ及びＹの位置公差を含むが、これは、５００ＤＰＩ解像度の指
紋のアプリケーションのためには、各軸において位置公差が＋／－１２μｍであることを
意味する。
【００３２】
　動作時、駆動ラインが例えば電流源によって駆動され、ピックアップラインが、増幅回
路やバッファー回路などの受信回路に接続されて、結果生じた電界が取得され得るように
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する。電界は、駆動ラインから中間誘電性絶縁層を通ってピックアップラインへと延在す
る。物体が存在する場合には、いくつかのまたは全ての電界が物体によって吸収され得、
ピックアップラインによって電界が受信される方法が変化する。このことは、取得され、
ピックアップラインと受信回路によって処理される、合成信号を変化させ、これによって
物体の存在を示し、信号を処理することにより、物体の特徴と特性が感知され、識別され
得る。この処理手続きは、論理回路または処理回路のなんらかの形態によってなされ得る
。
【００３３】
　その他の実施形態において、駆動ラインを駆動する信号は、複合信号、異なる周波数及
び／または振幅の信号、またはその他の信号であってもよい。これにより、異なるまたは
複合信号を利用して、センサによる物体の異なる視点における特徴及び／または特性の分
析が可能になる。物体に部分的にまたは全体的に吸収された後、様々に異なった態様を有
し物体の異なる特徴及び特性を示す合成信号を作り出す、異なる周波数及び／または振幅
の同時信号を、信号は含み得る。信号は、異なるトーンの信号、チャープランプとして構
成される信号、及びその他の信号を含み得る。その後、処理回路または論理回路は、合成
信号から種々の情報とデータポイントを発信するために使用され得る。
【００３４】
　動作時、異なる信号または複合信号は、駆動ラインに作動させることができ、ピックア
ップラインは、処理対象である結果の電界を受信する。論理回路または処理回路は、同時
信号が使用される場合には、異なる周波数を取り出すなど、合成信号を処理して、物体の
特徴及び／特性が異なる視点から取得され得るように構成されることができる。
【００３５】
　個別の対で駆動され得るピクセルのグリッドを考えると、ピクセルの各々は様々な方法
で取得され得る。１つの実施形態において、ピクセルのラインを取得するために、駆動ラ
インが駆動され、ピックアップラインは順にＯＮとＯＦＦにすることができる。この順は
、スキャンの順番として動作し得る。ここで、第一の駆動ラインは、これを信号源に接続
することにより駆動し、その後、１つのピックアップラインが一度に増幅／バッファー回
路に接続され、２つのラインのクロスオーバー部分に形成されたピクセルから情報が取得
され、その後接続が切られる。そして、次のピクセルが順に処理され、また次が、そして
また次が、と処理されて、ピックアップラインのアレー全体が処理される。駆動ラインは
、その後、駆動を停止し、別の駆動ラインが駆動され、ピックアップラインがこのアクテ
ィブな駆動ラインによって再びスキャンされる。これらは、順番に一度に行われることが
でき、いくつかの隣接しないピクセルが同時に処理されることができ、またはその他のバ
リエーションも所定のアプリケーションにおいて可能である。ピクセルのグリッドが処理
された後、物体の情報のレンダリングが可能となる。
【００３６】
　図１を参照すると、１つの実施形態によって構成されたセンサ１００の１つの実施形態
の線図が示されている。この構成において、ピックアップラインまたは上部プレート１０
２ａ［ｍ］、１０２ｂ［ｍ＋１］は、絶縁の誘電性基板層１０４の上に配置され、信号を
センサラインに近接して配置された物体表面へ送信するように構成される。駆動ラインま
たは底部プレート１０６ａ［ｎ］、１０６ｂ［ｎ＋１］は、並置され、駆動ラインまたは
プレートに対してほぼ垂直であり、絶縁の誘電性基板と反対側に配置されて、グリッドの
１種を形成する。ピックアップラインは、これらの電界の範囲に配置された物体のインピ
ーダンス特性によって修正された、送信された電磁界を受信するように構成される。
【００３７】
　図２を参照すると、ピックアップラインまたは上部プレート２０２ａ、２０２ｂ、絶縁
層２０４、及び駆動ラインまたは底部プレート２０６ａ、２０６ｂを有するセンサ２００
の線図が示されている。更に、図は、電磁界２０８ａ、２０８ｂが基板を通って駆動ライ
ンとピックアッププレートとの間をどのように延在するかを示している。近接して物体が
存在しない場合、電界ラインは、センサ構造内及び異なるライン間で均一である。物体が
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存在する場合は、電界ラインの一部分が物体に吸収され、絶縁層を通ってピックアッププ
レートには戻らない。
【００３８】
　図３を参照すると、物体３１０は、センサ３００に近接して示されている。センサ３０
０は、ピックアップラインまたは上部プレート３０２ａ、３０２ｂ、絶縁誘電体層３０４
、及び駆動ラインまたは底部プレート３０６ａ、３０６ｂを有する。動作時、この装置の
実施例の駆動ラインとピックアップラインは個別に駆動され、そこで駆動ライン／ピック
アップラインの対が駆動されてアクティブな回路を作り出す。その結果、アクティブな駆
動プレート３１６から電界ライン３０６ａ、３０６ｂを経由して絶縁層３０４と物体３１
０の結合した誘電体へ電界を送信し、アクティブなピックアッププレートによって受信さ
れる回路が生じる。図示の通り、物体がアクティブな電極対の周囲に配置されると、いく
つかの電界ラインは、物体によって取得される。駆動・ピックアップラインの異なるクロ
スオーバー位置で生成する、結果の電界バリエーションを取得し、記録することによって
、先端部やへこみ部分、及び物体表面のその他の特徴など、物体におけるバリエーション
が電子的に検出され、取得され得る。一般的な、容量に基づく配置センサと同様に、セン
サは物体表面の画像のタイプを電子的に取得し、下記の指紋センサの実施例における指紋
の特徴及び特性などの物体の特徴及び特性を示すことができる。
【００３９】
　図３のこの構成において、１対のアクティブな電極対のみが示されている。しかしなが
ら、実施形態は、この特定の構成に限られず、単一の電極対、複数の電極対、または全部
の電極対さえも、異なる動作のために一度にアクティブにされ得る。実際には、近接した
ピクセル間で起こり得る障害を最小化するために、所定の時間にアクティブにされる電極
対は全部よりも少数であることが望ましいかもしれない。１つの実施形態において、駆動
ラインとピックアップラインがクロスオーバー位置でラインに沿って対になるときに、ピ
クセルのラインが駆動ラインとピックアップラインに沿って取得されるようにするために
、駆動ラインが駆動され得、また、ピックアップラインは一度に１つまたは複数がスキャ
ンされ得る。この点は、図５との関係で、以下で詳細に議論する。
【００４０】
　一般的に、動作時に、特定の駆動ラインが、絶縁の誘電性基板による間隔を空けてピッ
クアップラインと重なり合う各領域は、その領域周辺の近接する物体の特徴または特性を
明確にする感知場所を取得し、確立することができる領域である。センサグリッドの領域
には複数の感知場所が存在するため、近接の物体の特徴または特性を明確にする複数のデ
ータポイントがセンサ構成によって取得され得る。したがって、センサは、平面的な二次
元センサとして動作し得、センサ上に、またはセンサ周辺に配置された物体は、検出され
得、その特徴及び特性が判定される。
【００４１】
　以下の実施形態及び実施例に記載するように、実施形態は記載されている特定の構成や
位置づけに限定されず、添付の特許請求の範囲とその均等物、そして本出願及び関連出願
に基づく特許請求の範囲とその均等物によってのみ、限定される。また、多くの構成、寸
法、配置、及びその他の任意の特定の実施形態または実施例の特性及び物理的、操作上の
特徴は、実施形態の精神と範囲を超えることなく変形がなされ得るが、これらも、添付の
特許請求の範囲とその均等物、そして本出願及び関連出願に基づく特許請求の範囲とその
均等物によってのみ、定義される。
【００４２】
　以下の記載において、実施形態の理解を徹底するために、多くの具体的な詳細が記載さ
れる。しかしながら、これらの具体的な詳細がなくても、実施形態が実施可能である点は
、当業者にとって明確であろう。その他の実施例において、周知の回路、構成、アルゴリ
ズム、及び処理過程は詳細に示していないものもあり、また、不必要に詳細に記載して実
施形態を不明確にしないようにするために、概略図やブロック図で示したものもある。加
えて、本明細書の大部分において、材料、器具、処理の時期、回路のレイアウト、ダイの
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設計に関する詳細については、かかる詳細は実施形態の完全な理解を得るために必要でな
いと考えられる限り、また、関連技術分野における当業者の理解できる範囲にあると考え
られるため、省略されている。特定の用語が、特定のシステム構成要素を表すために、以
下の記載及び特許請求の範囲にわたって使用されている。当業者なら認識するように、構
成要素は異なる名称で呼ばれ得る。本明細書は名称の相違によって構成要素を区別するの
ではなく、機能によって区別することを意図している。以下の記載と特許請求の範囲にお
いて「含む」（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ，ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）という用語は、限定のない
意味合いで使用されており、したがって、「～を含むが、これに限定されない」意味であ
ると解釈されるべきである。
【００４３】
　本明細書に実施形態のいくつかが記載される。当業者は、以下の実施形態の詳細な記載
は、例示にすぎず、いかなる場合においても限定を意図したものでない点を認識するであ
ろう。その他の実施形態は、この発明の開示内容につき利益を有する当業者ならば、容易
に想到するであろう。実施形態の実施については、添付の図面に示すように詳細に参照が
なされる。同じ参照番号は、全図面及び以下の詳細な説明の全部にわたって使用され、同
じまたは類似の部分を示す。
【００４４】
　明確性の観点から、本明細書にて記載される実施のありふれた特徴の全てが図示され、
記載されるものではない。勿論、実際の実装の開発においては、開発者の具体的な目標を
達成するために、多くの実装に特化した決定がなされなければならない点が理解されるで
あろう。また、かかる開発努力は、複雑で時間がかかるかもしれないが、そうであっても
、この発明の開示内容につき利益を有する当業者にとっては、通常の技術開発の試みであ
る点が理解されるであろう。
【００４５】
　１つの実施形態において、センサ装置は、絶縁の誘電性基板上または周辺に配置され、
感知される物体表面に信号を送信するように設計される駆動ラインを含む。ピックアップ
ラインは、駆動ラインの近傍又は周辺に配置され、物体表面から送信された信号を受信す
るように構成される。駆動ラインとピックアップラインとの間の間隔を維持するために、
基板は、絶縁の誘電性の層またはスペース層として機能し得る。基板は、例えば、フレキ
シブルな高分子基板とすることができる。１つの実施例は、Ｋａｐｔｏｎ（商標）テープ
であり、プリンタカートリッジやその他の装置において使用される回路などのフレキシブ
ル回路に幅広く使用されている。パッケージは、かかるフレキシブル基板を含み得、駆動
ラインが基板の一方の側に配置され、ピックアップラインが基板の反対側に配置され得る
。
【００４６】
　駆動ラインは、ピックアップラインに対して直角とすることができ、ピックアップライ
ンにほぼ垂直とすることができる。１つの実施形態において、装置は、駆動ラインとピッ
クアップラインとを絶縁の誘電性基板の反対側やその周辺に配置されるように構成される
ことができ、その場合、これら３つの構成要素の組み合わせが容量特徴を提供する。駆動
ラインは、駆動されて電界を物体の上や中、周辺へと駆動することができる。ピックアッ
プラインは、駆動ラインからの電界を受信することができ、これらの電界は、感知される
物体の特徴または特性を解明する処理回路または論理回路により解明され得る。
【００４７】
　したがって、１つの実施形態において、駆動ラインをピックアップラインから隔ててい
る層は、アセンブリに対して容量特徴を与え得る。駆動ラインのいくつかまたは全部が、
ピックアップラインに対して、全体で、または部分的にほぼ垂直な場合は、グリッドが形
成され得る。かかる構成において、三次元的視界から、駆動ラインは、第一面について互
いにほぼ平行に配置され、位置づけられる。基板の１つの表面は、駆動ラインに対してほ
ぼ平行な第二面の駆動ライン周辺に配置される。ピックアップラインは、第一及び第二面
とほぼ平行な第三面周辺に互いにほぼ平行に配置され、位置づけられ、また、基板が駆動
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ラインとピックアップラインのほぼ間に位置するように駆動ラインの反対側の基板表面周
囲にも配置される。
【００４８】
　実施形態及び実施例の記載を含む、本明細書の記載において、平行、垂直、直交及び関
連する用語や記載について参照がなされる。これらの記載は限定することを意図したもの
ではなく、当業者においても限定的であると理解されてはならない。それとは反対に、実
施形態は、駆動ライン、ピックアップライン、基板または関連する構造の位置づけや配置
に拡がるものであり、また、構成要素の様々な組み合わせ、置換、配置、互いの距離、セ
ンサの異なるアセンブリにおけるオーダなどに拡がるものである。実施形態は、一般的に
はピクセルの位置で互いにクロスオーバーして、近傍にある物体の存在及びその他の特徴
、特性を検出すべく構成された複数の駆動ラインとピックアップラインとを有するように
構成されたセンサに関するものであるが、実施形態はいかなる特定の構成や位置づけに限
定されず、添付の特許請求の範囲とその均等物、そして本出願及び関連出願に基づく特許
請求の範囲とその均等物によってのみ、限定される。
【００４９】
　また、駆動・ピックアップライン、駆動・ピックアップラインの組の間に配置され得る
基板などの様々な構成要素が配置される、幾何学的面の異なる位置づけに関して参照がな
される。例えば、フレキシブル基板が使用される場合、かかる構造の使用によって、フレ
キシブルな構造が曲がり、そうでない場合は、曲がるように形成されまたは構成されるた
め、面が変化し得る。かかる実施形態においては、実施形態の所定の態様は、基板の反対
側に構成され、駆動ラインとピックアップラインのそれぞれのクロスオーバー位置で、近
傍の物体の特定の特徴及び／または特性を感知可能にする態様の駆動ライン及びピックア
ップラインに関するものであることが理解されるだろう。したがって、（例えば駆動ライ
ンまたはピックアップラインなどの）構成要素の群の（変形可能で、それゆえにほぼ均一
な距離で間隔を空けたシートとなり得る）面または基板の位置づけは、実施形態の精神と
範囲から逸脱しない範囲で異なるアプリケーションに変化し得る。
【００５０】
　また、ピックアップライン、ピックアッププレート、駆動ライン、駆動プレートなどに
ついて参照がなされるが、ラインやプレートに関して様々な参照が交互に用いられ、実施
形態を特定の形式、配置、断面図、異なる直径または断面積、長さ、幅、高さ、深さ、ま
たはかかる構成要素のその他の物理的寸法に限定されない点が理解されるであろう。また
、実施形態によって構成される装置の性能を向上させるために、より洗練された構成要素
、例えば、低い電力と同様に小さな大きさや形状が、望まれる特徴及び特性であるアプリ
ケーションに、より容易にアセンブリを適合させ得る、小さな６５、４５、３２または２
２ナノメートルの伝導ラインやカーボンナノチューブなど、が実装され得る。当業者は、
実施形態の精神と範囲から逸脱しない範囲で、かかる寸法が異なるアプリケーションにお
いて変化し得ること、また、いくつかのアプリケーションにおいては性能を向上させ、ま
たは、電力消費を抑える可能性さえあることを理解するであろう。
【００５１】
　並置され、積層され、あるいは互いに配置される様々な構成要素についても参照がなさ
れる。１つの実施形態の１つの実施例において、複数の駆動ラインが、一般的に平面の基
板の表面上に並置され、複数のピックアップラインが平面の基板の反対の表面上に並置さ
れる。駆動ラインは、ピックアップラインに対してほぼ直交しており、ピックアップライ
ンに対してほぼ垂直と記載されることができる。駆動ラインとピックアップラインとの間
の距離は、容量性の構成に供する基板または絶縁材で充填されてもよい。ここで、基板の
１つの側面の駆動ラインが１つの容量性プレートを形成し、基板の反対側のピックアップ
ラインが対応する容量性プレートを形成する。動作時、駆動プレートが駆動すると、駆動
ラインとピックアップラインとの間で電界が発生し、基板を通って複数の容量性素子が形
成される。これらの容量性素子は、駆動ラインとピックアップラインの各断面の領域に配
置され、その領域の間に基板の一部分が配置される。これは、駆動ラインとピックアップ
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ラインのそれぞれが互いに重なり合う位置である。任意の特定のアプリケーションにおい
て、動作中に３つの構成要素が相互に作用し合うこれらの領域は、センサの読み込みが行
われ得るデータ位置を明確にする。
【００５２】
　センサ駆動ライン及びセンサピックアップラインなどのセンサライン、ならびにそれら
の間の及び互いの位置づけについても参照がなされる。例えば、ほぼ平行な駆動ラインが
記載される。これらの駆動ラインは、銅、錫、銀、金など表面に形成され、エッチングさ
れ、堆積され、または印刷される導電体から構成される平行な伝導ラインとして記載され
るように意図されている。当業者は、多くの任意の製造過程における生来の不完全性によ
り、かかる伝導ラインは、実際それが「完全」であることは滅多に無く、実際上は正確に
は並行とはならない点を理解するであろう。したがって、「ほぼ平行」と記載されている
。異なるアプリケーションは、ラインがラインの一部において平行となり得ても、装置を
動作させるため、その他の構成要素と接続するために、または、その上に形成されまたは
トレースされる基板上または周辺にルーティングされるために、必然的に平行から逸れて
しまう、いくつかの平行でない駆動ラインをも構成し得る。同様に、ラインの個別のアレ
ーは、駆動ラインがピックアップラインに対してほぼ直交するか、垂直である場合に、直
交するとか、垂直であるなどと記載され得る。当業者は、種々のラインが互いに完全に垂
直ではない可能性があり、特定のアプリケーションにおいては垂直から外れた構成または
異なる角度で交差する構成もあり得る点を理解するであろう。また、駆動ラインの一部が
対応するピックアップラインの一部に対してほぼ垂直であり、異なるラインのその他の部
分が、装置を動作させるため、基板上または周囲にルーティングされるため、または、そ
の他の構成要素と接続されるため、垂直から外れている、一部垂直の構成もとり得る。
【００５３】
　実施形態によって提供される、これらの、及びその他の利益は、実施形態により構成さ
れた、実施形態の具体的な実施例及び、装置とシステムの意図された動作特徴と特性に関
連付けて記載される。
【００５４】
　一般的に、動作時、駆動ラインは、装置に近接する物体に対して電界を送信し得る。ピ
ックアップラインは、駆動ラインから発さられ、その後、物体を通って、また、基板を通
って、ピックアップラインに送信される信号を受信することができる。あるいは、ピック
アップラインは、駆動ラインから発せられ、物体を通過することなく基板を通ってピック
アップラインへと送信された信号を受信し得る。この電界は、グリッド上の異なる位置に
おいて変化し得、いくつかの種類の論理回路またはプロセッサ回路によって読み取られて
、アセンブリ近傍の物質の特徴及び／または特性を明らかにする、合成信号を付与する。
【００５５】
　駆動ラインとピックアップラインは、駆動ラインを介して信号を物体へ送信可能にし、
ピックアップラインを介して物体から合成信号を受信可能にし、物体の画像を明確にする
ために合成信号を処理可能にするために、１つまたは複数のプロセッサによって制御され
得る。１つまたは複数のプロセッサは、１つのモノリシックの構成要素に接続され、駆動
ラインとピックアップラインとが、プロセッサを含むパッケージに組み込まれてもよい。
その他の実施形態において、駆動ライン、ピックアップライン、及び基板は、パッケージ
自体に組み立てられ、パッケージが全般的なシステム機能を制御するシステムプロセッサ
に接続されてもよい。このように、パッケージは、システムと通信するためにシステムの
入力／出力接続部に接続することによって、システムの一部分とすることができる。これ
は、実際、例えば、ユーザから音声を受信する際にラップトップによって使用されるシス
テムプロセッサにより音声信号が受信される、ラップトップに接続されたマイクロホンに
類似する。この実施形態によれば、センサは、システムプロセッサと協働して感知動作を
行う、システムプロセッサと通信する独立型の構成要素として接続され得る。
【００５６】
　その他の実施形態において、センサは、多くの物体のインピーダンス、特に、ヒトの組
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織や臓器のインピーダンスが周波数により大幅に変化することから、信号を異なる周波数
で駆動するように構成され得る。感知対象の物体の１つまたは複数の周波数における複雑
なインピーダンスを測定するために、受信器は、振幅のみならず位相も測定可能でなけれ
ばならない。１つの実施形態において、所定のインピーダンス感知電極対から生成した合
成信号は、周波数ホッピングとして知られる異なる周波数から生じ得、その場合、受信器
は、周波数のランダム・シーケンス、疑似ランダム・シーケンス、または非ランダム・シ
ーケンスを追跡するように構成される。この実施形態のバリエーションは、チップとして
知られている線形周波数または非線形周波数スイープたり得る。かかる実施形態において
、連続する周波数帯域のインピーダンスを極めて効率的に測定し得る。
【００５７】
　さらにその他の実施形態において、上記のグリッドセンサは、位置指示装置としても動
作するように構成され得る。かかる装置は、デスクトップ及びラップトップコンピュータ
において使用される、周知のタッチパッド、トラックボール、マウスなどの機能を果たし
得る。
【００５８】
　本実施形態の１つの実施例において、指先の隆起部分やへこみ部分を測定し得る二次元
インピーダンスセンサは、指紋パターンの動きを追跡するように構成され得る。従来技術
のスワイプ指紋センサは、かかる機能を果たし得るが、アレーの物理的な非対称性と、リ
アルタイムで画像を迅速に修正、つまり「再構築」する必要から、その実装は、最善のも
のでも扱いにくいものとなっている。また、センサは、指紋センサと高品質位置指示装置
としての役割も兼ね得る。
【００５９】
　実施形態によって構成された１つの装置は、フレキシブル基板上にセンサラインの第一
アレーと、フレキシブル基板上にセンサラインの第二アレーと、そして、センサラインの
第一アレー及び第二アレーから指紋データを処理するように構成されたプロセッサとを含
み得る。個別のセンサラインは、単一のフレキシブル基板の場合はそれ自体の上に折り畳
まれて、または個別の複数のフレキシブル基板の場合は並置されると、電気的に短絡する
ことなく互いにクロスオーバーして、指紋特徴が感知されるピクセルとしての機能を果た
すクロスオーバー位置を有するグリッドを形成する。１つの実施形態において、ほぼ平行
なセンサ駆動ラインのアレーは、フレキシブル基板の表面上に配置される。これらの駆動
ラインは、信号をユーザの指の表面に順に送信して、ラインを一度に駆動するように構成
される。センサラインの第二アレーは、第一アレーと同様に、駆動ラインに対してほぼ垂
直な、ほぼ平行なセンサピックアップラインからなる。これらのピックアップラインは、
第一アレーから送信された信号をピックアップするように構成される。
【００６０】
　例えば、センサライン、駆動・ピックアップラインの第一と第二の組がフレキシブル基
板の拡大面の異なる部分に配置される構成において、フレキシブル基板は、それ自体の上
に折り畳まれて、二重層を形成するようにさらに構成される。ここで、フレキシブル基板
が、それ自体の上に折り畳まれると、センサ駆動ラインの第一アレーは、ピックアップセ
ンサラインの第二アレーに対してほぼ垂直になる。この折り畳み処理は、センサラインの
個別アレーが独立して動作するように、直接的に電気接触してはならないが、センサライ
ンの個別のアレー間のクロスオーバー位置を作り出す。これらのクロスオーバー位置は、
フレキシブル基板の表面に並置された物体のピクセルとそのサブの部分を感知するように
構成されたインピーダンス感知電極対を示す。これらのピクセルのスキャンは、個々の行
及び列を順に駆動することによって達成される。駆動信号によってひとたび駆動列が駆動
されると、垂直のピックアップ行が、選択されたドライバの全長にわたって一度にスキャ
ンされる。一度に１つの行しか電気的にアクティブとならないため（高インピーダンス）
、非アクティブな行は短絡されて接地され、または、多重化されて信号がクロス結合しな
い状態になる。指の隆起部分をアクティブなアレーのクロスオーバー位置に載置すると、
本来ならアクティブな駆動列から表面フィルムを通って選択された行ピックアップへと放
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射される電界の一部を遮断する。指紋センサの場合は、隆起部分やへこみ部分などの物体
のサブの部分をインピーダンス感知電極対の上に載せると、その結果、いくつかの電界が
人体を通って接地するため、ネット信号が減少する。指紋センサの場合、インピーダンス
感知電極対上に指紋隆起部分／へこみ部分を載置すると、へこみ部分は、隆起部分が与え
るよりも遥かに小さな程度に、選択された駆動ラインから選択されたピックアップライン
へ電界の放射に影響を与える。ピクセル隆起部分とへこみ部分の間の信号の相対強度を比
較することによって、指紋表面の二次元画像が作成され得る。
【００６１】
　再び図１を参照して、実施形態によって構成されるかかるセンサが、物体が単にユーザ
の指の指紋の表面である場合の指紋センサとして如何に実装され得るかを示すために、グ
リッドセンサの一般的な実施例を使用する。かかる実施例は、実施形態によって構成され
るインピーダンスセンサの利益と新規な特徴とを示すために、以下の図面を通じて使用さ
れる。しかしながら、当業者は、任意の物体が、実施形態によって構成された装置によっ
て感知され得る点を理解するだろう。繰り返すが、実施例と記載は例示目的のみを意図し
ている。
【００６２】
　動作時に、センサは、センサ表面に近接する指の表面の存在を検出するように構成され
ることができ、その場合、駆動ラインが指の表面にアクティブな電磁界を駆動し、ピック
アップラインが、ピックアップラインから合成電磁界信号を受信し得る。動作時に、駆動
ラインは、指の表面に通す電界を生成することができ、指紋表面の隆起部分やへこみ部分
など指紋の異なる特徴や、おそらくはヒトの皮膚の特徴などが合成信号を変化させること
ができ、指紋の特徴に関する情報を作り出す信号を解釈するための基準を提供する。
【００６３】
　指紋センサの１つの実施形態において、指紋センサとの関連で再び図１を参照すると、
耐久性、低コスト、及び柔軟性といった有益性を実現するために、絶縁の誘電体層１０４
として、フレキシブル基板が使用される。駆動ラインまたはプレート１０６ａ、１０６ｂ
は、フレキシブル基板の上に配置され、センサラインに、またはその周辺に配置された、
隆起部分やへこみ部分などのユーザの指紋の特徴及び構造の表面へ信号を送信するように
構成される。ピックアップライン１０２ａ及び１０２ｂは、ユーザの指表面から送信され
た信号を受信するように構成される。プロセッサ（図示せず）は、ピックアップラインか
ら受信した信号に基づいて指紋画像を収集し保存するように構成され得る。
【００６４】
　図４は、基本的なセンサのセルの電界相互作用である。
【００６５】
　図４を参照すると、物体用センサとして構成されたセンサ４００の１つの実施例は、上
部プレートまたはピックアップライン４０２ａ、４０２ｂ、．．．、４０２ｎが絶縁の誘
電体層または基板４０４の一方の側に配置される。底部プレートまたはピックアップライ
ン４０６ａ，４０６ｂ、．．．、４０６ｎが絶縁の誘電体層または基板４０４の反対側に
配置される。電界４０８ａ，４０８ｂは、底部プレートまたは駆動ライン４０６ａ，４０
６ｂから絶縁層または基板４０４を通って、アクティブな上部プレート４０２ａへ延在す
る。実施形態によれば、これらの駆動ラインは、障害となる一切の効果を減じるために、
一度に駆動され得るが、ここで示される電界の効果は、物体によって一部または全部が吸
収された電界と、物体によって吸収が全くなされていない電界との対比を示すことを意図
している。この情報は、センサラインに近接した物体の特徴及び特性を感知するために、
各クロスオーバー位置にて駆動・ピックアッププレート電極対から収集され得る。部分的
に被覆された上部プレートまたはピックアップライン４０２ｂが電圧計４１７に接続され
、被覆されていない上部プレート４０２ａが電圧計４１８に接続される。アクティブな駆
動ラインまたは底部プレート４０６ｂはＡＣ信号源４１６に接続され、これにより電界が
アクティブなプレート４０６ｂから放射される。特定のアプリケーションによれば、駆動
ラインとピックアップラインの数はアプリケーションに応じて変化し得、また、希望され
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るコスト及び解像度に応じて変化し得る。理解され得るように、電界ライン４０８ａは、
駆動ライン４０２ａ，４０２ｂによって部分的に取得され、一部は、この場合指４１０で
ある物体に取得される。また、物体や物体の部分が所定のクロスオーバー位置に存在する
か、存在しないか、または近接するときに、駆動ライン及びピックアップラインが異なる
読み込みを示すために、電圧計４１７は、上部プレートまたは駆動ライン４０２ｂへの応
答を示し、電圧計４１８は、上部プレートまたは駆動ライン４０２ａの応答を示す。電圧
計４１８に対する電圧計４１７のふれの相違は、１つは指が存在する場合で、もう１つは
存在しない場合の２つの電極対の位置の電界強度の差分を示す。
【００６６】
　図５を参照すると、実施形態によって構成されたセンサの別の実施例は、物体の存在を
検知する際の駆動・ピックアップの構成である。センサ５００が示されるが、その上部プ
レートまたはピックアップライン５０２ａ、５０２ｂ、．．．、５０２ｎが絶縁層または
基板５０４の一方の側に配置され、底部プレートまたは駆動ライン５０６ａ，５０６ｂ、
．．．、５０６ｎが絶縁の誘電体層または基板５０４の反対側に配置される。再び、ピッ
クアップラインが、検出感度を最大限にするために、感知対象の物体に最も近い層上に示
され、駆動ラインが基板の反対側に示される。電界５０８ａ，５０８ｂは、底部プレート
または駆動ライン５０６ａ，５０６ｂから絶縁層または基板５０４を通って、アクティブ
な上部プレート５０２ｂへ延在する。おそらくは、上部に駆動プレートを有し、ピックア
ッププレートを底部に有するその他の構成も可能である。しかしながら、実施形態は、本
明細書に記載した実施例や実施形態、特許請求の範囲と実質的には異ならない特定の構成
に限定されない。
【００６７】
　図５は、ピックアップライン５０２ｂ及び駆動ライン５０６ｂのクロスオーバーに位置
する１つの選択された個別の電極対のスナップショットを示すが、この場合、残りのピッ
クアップ及び駆動ラインはアクティブでなく、図５では接地されて示される。駆動ライン
５０６ｂがＡＣ電源５１６に接続され、ピックアップライン５０２ｂがアンプ／バッファ
ー５１４に接続される。ここで示すように、ひとたび駆動されると、電界線５０８ａ、５
０８ｂが生成され、それらは駆動ライン５０６ｂから放射され、ピックアップライン５０
２ｂによって感知され、合成信号をアンプ／バッファー５１４に送り、その後アナログ及
びデジタル機能によって処理される。非アクティブな隣接する駆動及びピックアップライ
ンを接地することは、電界５０８ａ、５０８ｂをアクティブな駆動プレートとピックアッ
ププレートの間のクロスオーバー位置にフォーカスさせ、感知される物体上の隣接領域か
らのクロストークを制限する。この実施例において感知動作が進行するにつれて、異なる
駆動ライン／ピックアップラインクロスオーバーペアリングがアクティブにされ、物体か
らの異なるピクセルの情報を取得する。物体センサの場合、物体センサは物体の形状の情
報を取得し得、その表面にわたって電気的特性が非均一なときは、物体の組成も取得し得
る。繰り返しになるが、実施形態は、この特定の構成に限定されず、この場合、単一の電
極対、複数の電極対、または全部の電極対さえも、異なる動作のために一度にアクティブ
にされ得る。実際には、近接したピクセル間で起こり得る障害を最小化するために、所定
の時間にアクティブにされる電極対は全部よりも少数であることが望ましいかもしれない
。１つの実施形態において、駆動ラインとピックアップラインがクロスオーバー位置でラ
インに沿って対になるときに、ピクセルのラインが駆動ラインとピックアップラインに沿
って取得されるようにするために、駆動ラインが駆動され得、また、ピックアップライン
は一度に１つまたは複数スキャンされ得る。このように、そして相変わらず図５を参照す
ると、ＡＣ電源５１６は、駆動ライン５０６ｂに接続されたままでよく、また、駆動ライ
ン５０６ｂとクロスオーバーペアリングを行った別のピックアップラインから別の情報の
ピクセルが取得され得るように、アンプ／バッファー５１６の接続がシーケンスピックア
ップラインを循環させ、またはスキャンしてもよい。ひとたびほぼ全てのピックアップラ
イン５０６ａから５０６ｎがスキャンされると、駆動ライン５０６ｂが動作を停止し、そ
の後別の駆動ラインが順にＡＣ電源によってアクティブにされ、新たなスキャンがピック



(20) JP 5886211 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

アップラインを介して開始し得る。フルのピクセルの二次元アレーを取得するために、ひ
とたびほぼ全ての駆動ライン／ピックアップラインのペアリングがスキャンされると、物
体の形状のレンダリングや、可能性としての組成図など、物体の特徴及び特性の二次元画
像が作成され得またはレンダリングがなされ得る。
【００６８】
　実施形態から利益を受け得るセンサのその他の実施例として、実施形態で提供されたも
のと同じ新手法を利用した、コストが削減された指紋スワイプセンサが構成され得る。こ
の実施形態において、直交する駆動ラインの数は全部有するが、ピックアップラインの数
が削減されたものが構成され得る。かかる構成は、疑似二次元センサの形態をとる複数ラ
インのスワイプセンサを作り出し、指がセンサ上をスワイプすると、部分的な画像または
薄片のモザイクを作り出す。このことによる有益性は、迅速な検出を行うために１つのフ
ル画像ラインと第二の部分的な画像ラインに依存する現在の非接触シリコンセンサにとっ
ては問題の多い、画像再構築タスクの複雑さを軽減することであろう。
【００６９】
　トレードオフは、アレーをスワイプしなければならない指のスワイプ速度の変化に遅れ
をとらずについていくために、疑似二次元アレーが、遥かに高速でスキャンされなければ
ならない点であろう。
【００７０】
　図６ａと図６ｂは、指紋隆起部分またはへこみ部分などの物体の表面の特徴を検出する
際のセンサの動作を示す。センサは、図５の前実施例と同一に構成されるが、この場合は
、指紋などの、ざらつきのある表面と相互作用を及ぼし合う。
【００７１】
　図６ａ及び図６ｂを参照すると、実施形態によって構成されたセンサの別の実施例が示
される。センサ６００が示されるが、ここで、上部プレートまたはピックアップライン６
０２ａから６０２ｎが絶縁層または基板６０４の一方の側に配置され、底部プレートまた
は駆動ライン６０６ａから６０６ｎが基板６０４の反対の側に配置される。最大感度のた
めに、ピックアップラインが感知対象の物体の最も近傍の層上に示され、駆動ラインが基
板の反対側に示される。図６ａは、近傍に配置された物体のへこみ部分と相互に作用し合
うときの電界ライン６２０を示し、図６ｂは、底部プレート駆動ライン６０６ｂから絶縁
層または基板６０４を通ってアクティブな駆動ライン６０６ｂに延在し、近傍に配置され
た物体の先端部分と相互に作用し合うときの電界ライン６２１を示している。指紋を感知
する場合、対応する指紋表面の隆起部分とへこみ部分は駆動ライン／ピックアップライン
クロスオーバー地点のグリッドによって取得され、合成データは指紋画像のレンダリング
のために使用され得る。保存された指紋は、その後、取得された指紋と比較されて認証が
なされ得る。これは、販売者から独立型の製品として入手可能な多くの指紋照合アルゴリ
ズムのうちの１つを使用して達成される。かかる販売者には、ごく僅かな例を挙げるとＤ
ｉｇｉｔａｌ　Ｐｅｒｓｏｎａ， Ｂｉｏｋｅｙ，　Ｃｏｇｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓなど
がある。
【００７２】
　また、図６ａ及び図６ｂには、ピックアップライン６０２ｂと駆動ライン６０６ｂとが
対になっている個別のセンサラインが示される。そのクロスオーバーは、アクティブな電
極対を形成し、残りのピックアップラインと駆動ラインは非アクティブであり、電池スイ
ッチによって名目上接地される。駆動ライン６０６ｂは、ＡＣ電源６１６に接続され、ピ
ックアップライン６０２ｂは、アンプ／バッファー６０５に接続される。本明細書に記載
するように、ひとたび起動されると、図６ａ、図６ｂにそれぞれ示すように、電界線６２
０及び６２１が生成され、それらは駆動ライン６０６ｂとピックアップライン６０２ｂと
の間に広がり、合成信号を送信するが、この合成信号はピックアップライン６０２ｂ上に
放射され、アンプ／バッファー６０５に接続し、その後アナログ及びデジタル処理回路に
よって処理されるものである。実施形態において感知動作が進むにつれ、異なる駆動ライ
ン／ピックアップラインのクロスオーバー対が、物体から異なったピクセルの情報を取得
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するために起動され得る。指紋の場合であれば、指紋の異なる特徴及び特性についての情
報及び指本体の情報さえも取得し得る。繰り返しになるが、実施形態は、この特別な構成
に限定されず、単一の電極対、複数の電極対、または全部の電極対さえも、異なる動作の
ために一度にアクティブにされ得る。実際には、近接したピクセル間で起こり得る障害を
最小化するために、所定の時間にアクティブにされる電極対は全部よりも少数であること
が望ましいかもしれない。１つの実施形態において、駆動ラインとピックアップラインが
クロスオーバー地点でラインに沿って対になるときに、ピクセルのラインが駆動ラインと
ピックアップラインに沿って取得されるようにするために、駆動ラインが起動され得、ま
た、ピックアップラインは一斉に１つまたは複数スキャンされ得る。したがって、また、
相変わらず図６ａを参照すると、電源６１６は、駆動ライン６０６ｂに接続されたままで
よく、また、別のピクセル情報が駆動ライン６０６ｂによって別の電極対から取得され得
るようにするために、バッファー／アンプ６０５への接続が別のピックアップラインを循
環させ、またはスキャンしてもよい。
【００７３】
　図６ａ及び図６ｂに示すスナップショットにおいて、駆動プレート６０６ｂは、全列の
ピクセルがスキャンされるまでは、ＡＣ信号源６１６によって励起されたままであり、一
方で、分離の目的のため、未使用の駆動プレート（６０６ａ，６０６ｃから６０６ｎなど
）は接地するように切り替えられる。同様に、１つの実施形態において、クロストークを
最小化するために、単一のピックアップラインが一度にアクティブにされ、いくつかの、
或いはほぼ全てのその他のピックアッププレートは、接地するように切り替えられる。
【００７４】
　スキャン処理は、図６ａ及び図６ｂに示すスナップショットを超えて継続し、次の列６
０６ｃが順に起動される（なお、順序については任意である）。ひとたび、一連の全ての
ピックアッププレート６０２ａから６０２ｎがスキャンされると、次の駆動ライン６０６
ｄが起動され、最終的には全ての、或いはほぼ全ての駆動ライン６０６ａから６０６ｎが
順にシーケンスされる。ひとたび全ての駆動列が起動され、ピックアッププレートが各列
に関してスキャンされると、駆動行の数にピックアップ列の数を乗算したのと等しいピク
セルの完全な二次元アレーが収集され得る。１０×１０ｍｍの、つまり１００ｍｍ２のア
レーを創出する５００ＤＰＩのセンサは、４０，０００の個別ピクセルから構成される。
アプリケーションに応じて、駆動ラインの全てが順に処理され得、または、そのうちのい
くつか若しくはほぼ全てが順に処理され得る。
【００７５】
　再び図６ａ及び図６ｂについて述べると、２つの導電層である駆動層６０６とピックア
ップ層６０２が、電気絶縁層６０４によって分離される。この電気絶縁層６０４は、高周
波電界が電気絶縁層６０４を透過できるように、１よりも高いＤＣ抵抗ならびに高い誘電
率を有する。１つの実施形態において、この層６０２は、それ自体にフレキシブルな片側
性のフレキシブルプリント回路基板を折り返して載せている。別の実施形態において、層
６０２は、両側性の回路基板を形成するために、２つの電気的にアクティブな層の間に誘
電体層を配置することにより、作り出されている。
【００７６】
　図７は、各駆動／ピックアップのクロスオーバーにおけるセンサの電気的結合を示す集
中回路構成要素によって表されたｘ－ｙグリッドのプレート行及び列の線図である。
【００７７】
　底部プレート７０１ａ，ｂ，ｃなどは、スイッチマトリックス７４０ａから７４０ｎを
介してＡＣ信号源７１６によって一度に駆動される。図７は、１つの駆動スイッチ７４０
ｂがＯＮの状態で対応するプレートを信号源に接続するスキャンのスナップショットを示
す。これにより、ＡＣ信号にて、１次元におけるセンサ幅に等しいプレートの全長にわた
って、１つの行７４０ｂ全体が起動される。これに対応して、各列プレート７０３ａ，ｂ
，ｃなどは、絶縁層７０４及び結合コンデンサ７６１ａ，ｂ，ｃ・・・ｎを介してＡＣ信
号をピックアップする。１つのピックアッププレートのみがバッファー／アンプ７１６に
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切り替えられて一度にアクティブにされる。図７において、上部プレート７０２ｂが、ア
クティブなプレートとして示され、一方、全ての、或いはほぼ全てのその他のピックアッ
プがスイッチマトリックス７３０ａから７３０ｎを介して短絡されて接地され、こうして
１つのｘ－ｙピクセルからの情報が取得される。
【００７８】
　単一の行は、スキャンされるピックアッププレート／列の総数を取得する限りにおいて
、アクティブなままである。単位ピクセル当たりのスキャン時間は、動作周波数及び検出
電子機器の整定時間に依存するが、従来技術のスワイプセンサにおいて一般的であるよう
に、不必要に高速でスキャンする必要は無い。一方、従来技術のスワイプセンサは、２０
ｃｍ／秒よりも高速となり得る指の速さに対してサンプル不足によって情報を喪失しない
ように、極めて高速のピクセル速度でスキャンしなければならない。スワイプセンサと比
較して取得速度が低下すると、アナログ電子機器の要件が緩和され、ホストプロセッサが
リアルタイムで取得しなければならないデータ速度が大幅に低下する。これは、システム
コストを軽減するばかりでなく、ホスト装置が遥かに少ないＣＰＵ電源及びメモリにて動
作することを可能にする。これは、特に携帯機器にとって決定的に重要である。
【００７９】
　ひとたび、全ての行７０６ｂが、これに対応する全ての、或いはほぼ全てのピックアッ
ププレート７０２ａから７０２ｎによってスキャンされると、シーケンス中の次の行がス
イッチマトリックス７４０によって起動される。この処理過程は、全ての或いはほぼ全て
の行及び列がスキャンされるまで継続される。
【００８０】
　バッファーアンプ７１６に結合される信号の量は、絶縁体及び近接する指の隆起部分ま
たはへこみ部分によって、どの程度の大きさの電気容量が形成されるかの関数である。こ
れらの電界がどのように放射するかについての詳細な動作に関しては、図６ａ及び図６ｂ
に示されている。総結合容量は、所定厚さに対して定められる絶縁層容量７０４及び感知
対象の物体の可変位相容量との一連の組み合わせである。このうち可変部分は、７６０ａ
から７６０ｎ、７６１ａから７６１ｎ、７６２ａから７６２ｎなどの番号が付され、二次
元アレーを形成する一連の可変容量として図７に示される。
【００８１】
　図８は、選択されたピックアッププレート（８０２ａから８０２ｎ）から信号を取得し
て、これをプレート８０５の基準信号から減算する差動アンプ８８０を使用する配置セン
サの実施形態の実施例を示す。これらの信号から電気的に減算することは、いくつかの機
能を果たす。すなわち、第一に、広帯域コモンモードが差し引かれる。第二に、基準信号
８０５から差し引くことは、理想的な隆起部分に相当する相対的な基準信号を提供する。
第三に、指以外を経由して両プレートに結合するコモンモードキャリア信号も差し引かれ
る。ピックアッププレートにおけるエッチバリエーションの第一のオーダのキャリアのキ
ャンセルは、センサに載置された指以外の手段によって結合されたキャリアを差し引くと
きにも起きる。これは、低コストで高容量を製造するうえで非常に重要である。
【００８２】
　基準プレート８０５は、意図的に間隔８８５によりピックアッププレート８０２ａから
８０２ｎより分離されて、センサの指が接触する領域外に配置される。間隔８８５は、通
常５０μｍであるピックアッププレート間の公称間隔よりも遥かに大きい。実際上の実施
形態では、プレート８０５は、指との接触を避けるために、その他のピックアッププレー
トから少なくとも５００μｍ離して、ベゼルのプラスチックの下に配置される。
【００８３】
　ピックアッププレート８０２ａから８０２ｎのそれぞれは、差動アンプ８８０に接続す
るピックアップスイッチ８３０ａから８３０ｎを介して切り替えることにより順にスキャ
ンされる。ピックアップ行全部のスキャン処理中は、差動アンプの陽極は、全てのピック
アッププレートに対して同じ信号基準を提供するために、基準プレート８０５に接続され
たままである。
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【００８４】
　図９ａは、ピックアッププレート行をスキャンするための単極双投スイッチつまりＳＰ
ＤＴスイッチのバンクと、ピックアッププレート列を多重化するための単極単投スイッチ
のバンクを使用する位相における、配置センサのフロントエンドの１つの実施例の回路図
を示す。
【００８５】
　図９ａにおいて、スキャン処理が開始したときのアナログスイッチのスナップショット
を示す。第一ＳＰＤＴスイッチ１０４４ａのみが“ＯＮ”の状態に示され、これにより、
ピックアッププレート９０２ａが、そのプレート信号を差動アンプ９８０に伝達可能にな
る。残りのピックアッププレートは、スイッチ９４４ａから９４４ｎを介して短絡されて
接地され、これらによって受信されたいかなるピックアップ信号も差動アンプ９８０に入
らないようにしている。
【００８６】
　各ＳＰＤＴは、実際上のスイッチでは完全な分離がなされないという事実のために、寄
生容量９４５を有する。実際、スイッチポールをまたぐ並列コンデンサによって一般的に
代表されるように、分離量は、周波数に伴って減少する。ＳＰＤＴスイッチを使用するこ
とによって、個別のプレートがアクティブでない場合に、この容量を分路させ、接地させ
ることができる。一般的には、５００ｄｐｉセンサに対して２００もの、ピックアッププ
レートの数に等しい多くのスイッチのアレーがあるために、この数によって実際のグラウ
ンドへの分路容量が乗算される。したがって、所定のスイッチが０．５ピコファラッドの
寄生容量を有し、２００のピックアップがある場合、総分流容量は１００ピコファラッド
まで増大する。
【００８７】
　この大容量によってアクティブなピックアップから受信した信号の殆どがグラウンドへ
と逸れてしまうことを防止するために、この実施例では、補償回路を使用することが望ま
しい。このことは、共振インダクタ９３９を使用することによって、寄生容量９４５（ス
イッチ毎に１つ）及び同調コンデンサ９３４及び９３７とともに標準的なバンドパスフィ
ルター回路を形成することによって達成される。同調コンデンサ９３４及び９３７が、差
動アンプ９８０への正入力、負入力とも同じ駆動信号を使用して、インダクタ９３９によ
って個別に同調される場合に、２つのステップからなるヌル値・ピーク値のキャリブレー
ション処理手順が使用される。インダクタ１０３９と共振コンデンサ９３４、９３７によ
ってそれぞれ形成された２つのバンドパスフィルターは、差動アンプ９８０からの信号が
ゼロのとき、同じ中心周波数に同調される。続いて、コンデンサ９３４、９３７及び、イ
ンダクタ９３９は、差動アンプ９８０への正及び負の入力につき、１８０°逆の位相を有
する差動入力信号を使用して、ともに同調される。それらはロックステップにて、要求さ
れる駆動キャリア周波数が達成されるまでインクリメントされるが、これは、差動アンプ
９８０の出力がピークのときに、中心周波数をキャリア駆動信号９１６の要求される周波
数と同じにして起きる。
【００８８】
　システムの実装において、時間、温度に伴って、このフィルターがドリフトするのを最
小化するために、キャリブレーションの手続きは、各指紋スキャンが行われる前に行われ
る。共振インダクタ９３９は、信号のノイズ比を最適化するために必要な、適切な帯域幅
特性をフィルターに与えるために、少なくとも１０のＱ値すなわち品質係数を有する必要
がある。
【００８９】
　図９ｂは、そのそれぞれが差動アンプを有する、まとめられたプレートの複数のバンク
を採用する装置の別の実施例を示す。
【００９０】
　多数の並列ピックアッププレートをそれぞれが少数のプレートを含むグループに分ける
ことは、寄生スイッチ容量が大幅に減少するため、フロントエンドにおいて同調されたバ
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ンドパスフィルターの使用を必要としない、別のアーキテクチャである。このことは２つ
の有利な可能性を有するだろう。第一に低コスト、第二に、周波数アジャイルなフロント
エンドを有することができる点である。この図において、バンク９０７ａの第一スイッチ
９４４ａがアクティブなフロントエンドのスナップショットが示される。その他の全ての
スイッチバンク９０７ａから９０７ｎは、その各々のプレートが短絡され接地されて、非
アクティブな状態に示される。したがって、電圧または電流差動アンプ９８０ａのみがそ
こにプレート信号を導通させ、電圧または電流差動アンプ９８０ｂから９８０ｎは、その
それぞれのスイッチ９４５ａから９４５ｎ及び９４５ｒを通してその正及び負の入力を接
地させ、それらのバンクからの信号が全体の出力量に影響を及ぼさないようにしている。
【００９１】
　差動アンプ９８０ａから９８０ｎのそれぞれは、レジスタ９８７ａから９８７ｎを通し
て総和されて、総和アンプ９８５に入る。このスナップショットにおける差動アンプ９８
０ａのみがその中に信号をルーティングさせ、独立して総和アンプ９８５に入力する信号
を作り出している。かかる処理過程は、全てのアレー内の、全ての、または、ほぼ全ての
スイッチバンク９０７ａから９０７ｎ、スイッチプレート９４４ａから９４４ｎ、９４５
ａから９４５ｎなどが完全にスキャンされるまで順番に反復される。
【００９２】
　ピックアップアレーを分割することにより、各プレートの容量入力負荷は、全アレーの
スイッチの容量入力負荷から所定のプレートグループ内のスイッチ数へと軽減する。例え
ば、潜在的な１９６のピックアッププレートを１４のバンクの１４のプレートに分割する
と、結果として容量負荷は、１４スイッチ（９４４）の寄生容量と同じになり、これに差
動アンプの負荷容量を加えたものとなる。アナログスイッチ９４４が極めて低い寄生容量
にて構成されると、全入力の負荷は十分小さく、負荷容量を共振させるためのフロントエ
ンドのバンドパス回路を必要としない。集積回路の製造技術が改善されると、より小さな
寄生容量の、より小型のスイッチの設計が可能となり、同手法をより魅力的なものにする
。
【００９３】
　図９ｃは、二段式の差動アンプに多重化される個別のプレートバッファーを使用するフ
ロントエンド回路の別の実施例を示す。
【００９４】
　図示されているバッファー９８２ａから９８２ｎは、極めて低い入力容量を有するよう
に設計された特別のバッファーである。１つの実施形態において、これらのバッファーは
、ゲート・ドレイン間のミラー容量とダイ領域を最小化するために、一段式の直列のアン
プとして構成され得る。プレート間の分離をより最大にするために、各入力用に２組のス
イッチが使用され得る。各選択されたバッファーを差動アンプ９８０に多重化するために
、アナログスイッチ９３０ａから９３０ｎが本実施例に含まれる。選択されないその他全
ての入力バッファーに対して同時にシャットダウンするためにスイッチ９３２が含まれる
。このことはバッファーを効果的に接地電位にする。別の実施形態は、未使用のプレート
を直接接地させるために各アンプの前に入力アナログスイッチを設置することであろう。
この手法の１つの効果は、各プレートの入力負荷容量の増大であろう。
【００９５】
　図９ｃは、上部プレート９０２ａが、スイッチ９３２ａを介して電力を供給されたバッ
ファー９８２ａによって感知されるスキャン処理のスナップショットを示す。アナログス
イッチ９３０ａは閉じられて、差動アンプ９８０にルーティングされる。その他の全ての
バッファー出力は、アナログスイッチ９３０ｂから９３０ｎ及び電源スイッチ９８２ｂか
ら９８２ｎを介して差動アンプ９８０から切断される。
【００９６】
　差動アンプ９８０への正入力は、常に基準プレート９０２ｒに接続され、「エアー」信
号基準をアンプに提供する。差動アンプ９８０は、「エアー」基準キャリア値を提供する
ことに加え、ノイズ及びコモンモードキャリア信号を除去する役割を果たす。
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【００９７】
　図１０は、伝統的なアナログ受信器技術を実装した配置センサの特定の実施形態を示す
。アナログフロントエンドは、差動アンプ１０８０とともに開始し、そこでは、指が接触
しない領域に配置されて、理想的な指のへこみ部分に相当する基準信号を提供する基準プ
レート１００５から選択されたピックアッププレート１００２ａから１００２ｎが差し引
かれる。プログラマブル利得ステージすなわちＰＧＡ１０９０は、差動アンプ１０９０に
続くが、同じブロックに一体化されることができ、単段の中で利得と減算の両方を提供す
る。ＰＧＡ１０９０は、プレートエッチングにおける製造バリエーションと層間のソルダ
ーレジストの厚さとを補償するのに十分に広い利得範囲を有するように設計される。
【００９８】
　制御プロセッサ１０３０は、二次元センサプレートアレーのスキャンを統合する。駆動
プレート／行１００２ａから１００２ｎは、制御プロセッサ１０３０における駆動プレー
トスキャン論理回路１０４０によって順にスキャンされる。選択された駆動プレートが起
動されると、かかる駆動プレートは、キャリア信号源１０１６に接続される。全ての非ア
クティブな駆動プレートが接地点に接続される。シーケンス中の次の駆動プレートを起動
する前に、アクティブな駆動プレートは、ピックアッププレートの全ての行１００２ａか
ら１００２ｎがピックアッププレート論理回路１０４５によってスキャンされるまで十分
長くとどまる。
【００９９】
　アナログミキサ１０７４は、基準キャリア１０１３に対して利得アップしたプレート信
号を多重化する。その結果は、複数のキャリア周波数におけるベースバンドと高調波の生
成物の標準的なスペクトルである。アナログ低域フィルター１０２５が、望ましくない高
調波を除去するために採用され、また、ベースバンド情報を喪失することなく第二高調波
に関連する情報を減衰させるため、十分に強い役割を果たすことが要求される。
【０１００】
　低域フィルターの後には、ナイキスト基準を満たすために少なくとも２倍のピクセル速
度でサンプリングを行わなければならないＡ／Ｄコンバータ１０７４が続く。メモリバッ
ファー１０３２は、ホスト制御装置の最悪の場合のレイテンシーについていくために十分
なサイズのＡ／Ｄサンプルを局所的に保存する。Ａ／Ｄサンプル制御ライン１０７８は、
プレートの行及び列のシーケンス処理によって作られた、シーケンシャルピクセル情報を
コンバータが取得するために、サンプルクロックを提供する。
【０１０１】
　図１１は、直接的なデジタル変換受信器の技術によって実装された配置センサの１つの
実施形態の１つの実施例を示す。この実施例において、アナログのフロントエンドは、差
動アンプ１１８０とともに開始され、そこでは、指と接触しない領域に配置され、理想的
な指のへこみ部分に相当する基準信号を提供する基準プレート１１０５から選択されたピ
ックアッププレート１１０２ａから１１０２ｎが差し引かれる。これらの信号から電気的
に減算することは、いくつかの機能を果たす。すなわち、第一に、広帯域コモンモードが
差し引かれる。第二に、基準プレート１１０５から差し引くことは、理想的な隆起部分、
へこみ部分に相当する相対的な基準信号を提供する。第三に、指以外を経由して両プレー
トに結合するコモンモードキャリア信号も差し引かれる。コモンモードの除去は、高ＲＦ
ノイズ環境においては、特に重要である。ピックアッププレートにおけるエッチバリエー
ションの第一のオーダのキャリアのキャンセルは、センサに載置された指以外の手段によ
って結合されたキャリアを差し引くときにも起きる。これは、低コストで大量製造するう
えで非常に重要である。
【０１０２】
　プログラマブル利得ステージすなわちＰＧＡ１１９０は、差動アンプの後に続き、現在
の集積回路設計において一般的になされているように、プログラマブル利得を含む単段の
差動アンプと容易に一体化され得る。ＰＧＡ１１９０は、プレートエッチングにおける製
造バリエーションと層間のソルダーレジストの厚さとを補償するのに十分に広い利得範囲
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を有するように設計される。
【０１０３】
　制御プロセッサ１１３０は、二次元センサプレートアレーのスキャンを統合する。駆動
プレート／列１１０２ａから１１０２ｎは、制御プロセッサ１１３０における駆動プレー
トスキャン論理回路１１４０によって順にスキャンされる。選択された駆動プレートが起
動されると、かかる駆動プレートは、キャリア信号源１１１６に接続される。全ての非ア
クティブな駆動プレートが接地点に接続される。シーケンス中の次の駆動プレートを起動
する前に、アクティブな駆動プレートは、ピックアッププレートの全ての行１１０２ａか
ら１１０２ｎがピックアッププレート論理回路１１４５によってスキャンされ、Ａ／Ｄコ
ンバータ１１２５によって取得されるまで十分長くとどまる。
【０１０４】
　Ａ／Ｄコンバータ１１２５は、ナイキスト基準を満たすために少なくとも２倍のキャリ
ア周波数でサンプリングされる。Ａ／Ｄサンプル制御ライン１１０７は、コンバータがプ
レートの行及び列のシーケンス処理によって作られた、シーケンシャルピクセル情報を取
得するために、サンプルクロックを提供する。
【０１０５】
　Ａ／Ｄコンバータの次は、デジタル制御された発振器１１１０によって生成された基準
キャリアに対するキャリア周波数であるＡ／Ｄ出力をデジタルに多重化するデジタルミキ
サ１１１８が続く。その結果、信号が低い周波数に変換されてキャリアの除去されたベー
スバンドになる。その他、かかる処理過程において作り出される望ましくないスペクトル
構成要素すなわち、ダブルタイムキャリアサイドバンドなどがあるが、これらは容易に除
去され得る。
【０１０６】
　デジタルミキサ１１１８の後は、デシメータとデジタルフィルターの組み合わせ１１２
０が続く。このブロックは、サンプリングダウン変換を行い、サンプリング速度をキャリ
ア周波数の少なくとも２倍の速度から、これより遥かに低いピクセル速度の少なくとも２
倍の速度に減じる。一般的にデジタルフィルターは、直列積分コムフィルタ、つまり、Ｃ
ＩＣフィルターを含み、これは、混合による望ましくないスペクトル副産物を除去するほ
か、ノイズに対する受信信号を改善する。ＣＩＣフィルターは、デジタルミキサで信号を
混入してベースバンドにした後、狭い帯域のフィルターを作り出す上で効率の高い手法を
提供する。ＣＩＣフィルターは、帯域の下垂を修正するためにより遅いデシメート速度で
動作するＦＩＲフィルターに追従されてもよい。
【０１０７】
　１００：１のオーダのサンプリング速度の低下に伴って、比較的小さな制御プロセッサ
バッファー（１１３２）が指紋全体を取得するために使用され得る。例えば、４０ｋのピ
クセルを作り出す２００×２００のアレーが４０ｋｂバッファー中に保存され得る。これ
は、最速の許容可能なスワイプ速度についていくために、通常２００ｍｓという十分速い
速度で部分的画像フレームをスキャンしなければならないスワイプセンサと対照的である
。同時に、最速のものと比較してその１０倍のメモリ容量を必要とする２秒という遅いス
ワイプも受け入れなければならない。保存前に不必要なサンプルラインを除去する様々な
技術が開発されてきたが、スワイプセンサ用には、リアルタイムの保存要件でさえも遥か
に大きいものとなっている。メモリ容量に限界があるマッチ・オン・チップアプリケーシ
ョンにおいて、これは決定的に重要な要因である。加えて、配置センサには、リアルタイ
ムのデータ取得や、ユーザが定位置に指を置き続けるという辛抱を超えるホストプロセッ
サに対する処理要求がない。
【０１０８】
　図１２Ａ及び１つの実施形態によって構成されるセンサレイアウト１２００の実施例を
参照すると、半導体業界でチップオンフレックス（ＣｏＦ）として知られる構成が示され
る。チップオンフレックスとは、プロセッサチップがＫａｐｔｏｎ（商標）テープなどの
フレキシブル基板に取り付けられ、フレキシブル基板に配置された導電線や、おそらくは
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その他の構成要素と電気的な接続が行われる構成である。この実施例において、両ピッチ
レールに沿って配置されるスロット１２０６を有するピッチレール１２０２、１２０４を
有するＫａｐｔｏｎテープの縁の内部にセンサレイアウト１２００が示されている。ライ
ンやおそらくは構成要素がテープ上に形成される一方で、これらのスロットは、製造処理
過程においてその処理過程中、テープを供給するために使用される。装置のピッチは、Ｃ
ｏＦ上に装置を形成するために必要なＫａｐｔｏｎテープの長さを指す。距離“ｄ”１２
０８は、本明細書ではスロット１２０７と１２０９間にわたって測定されているが、各レ
ールにわたってほぼ一定であり、ピッチは装置がカバーするフレキシブル基板の長さを決
定するための簡潔な方法である。この実施例に示される装置用に、ピッチ１２１２は、８
つのスロットがあるスロット１２０７から１２１４との間の距離を示し、それゆえに、８
ピッチ装置として特徴付けられる。実施例に示したセンサ装置は、指紋センサでもその他
のタイプの配置センサ、二次元の、つまり領域センサであってもよく、集積回路１２１０
を示すが、これはシリコン基板上に形成される論理回路でも、マイクロプロセッサでも、
或いはセンサ回路から取得したピクセル情報を処理するためのその他の回路であってもよ
い。実施例は、フレキシブル基板上またはＫａｐｔｏｎテープ上以外に形成され或いは製
造されてもよく、実際、シリコン基板、硬質基板、または種々のアプリケーションのため
に構成されるその他の基板上に形成され得る。
【０１０９】
　指紋センサまたはその他の配置センサとして構成される場合は、集積回路１２１０は、
以下の図１６に記載する機能の全てまたは一部を実現する混合信号チップであってもよい
。１つの実施形態において、集積回路１２１０は、駆動・ピックアップラインの２００×
２００ラインアレーを駆動するために十分な入力、出力を有し、駆動及びピックアップラ
インのいずれかをより多く或いはより少なく有し得る。上部層１２２０は、集積回路１２
１０に直接接続されたピックアップラインのアレーによって形成される。これは、ボンド
ワイヤなしにフレキシブル基板に直接取り付けられるフリップチップであってもよい。こ
の実施例において、底部層は、折り畳み軸１２３０に沿って単一層自体を折り返すことに
よって形成され、二重層のアクティブなセンサ領域１２５５を作り出す。駆動ラインは折
り畳まれて底部層１２２５を作り出す。この実施例における駆動ラインは、レイアウトの
バランス上、それぞれ左のグループ１２４０、右のグループ１２４２に分割されるが、感
知領域の左側か右側に全部を配置することもできる。左の駆動プレートバンドル１２４０
と右の駆動プレートバンドル１２４２とは左右交互の動力供給によって互いに組み合わさ
って底部層１２２５上に連続的なラインアレーを形成する。
【０１１０】
　フレキシブル基板ベースのコネクタ１２３５は、電力を送り、接地させ、インターフェ
ース信号を外部ホストまたは図１６に示し以下で記載するようなシステムレベル構成要素
を含む、その他の基板に送り出す。これらの構成要素は、メモリや、埋め込み照合アルゴ
リズム及び暗号化／復号機能を有する論理回路を有するプロセッサを含むが、これらに限
定されない。その他の実施例において、コネクタ１２３５は、或いは異方性導電膜として
知られる導電接着剤（ＡＣＦ接着剤）を使用してホスト基板に取り付けられ得、いくつか
の製品においては「高密度」として表示され得る。
【０１１１】
　図１２Ｂを参照すると、基板上の配置及び構成が異なるセンサ１２５０の別の実施例が
示される。上記の実施例と同様に、センサ１２５０は、配置センサであり、折り畳み軸１
２５１に沿ってそれ自体の上に折り畳まれて２つの層、即ち駆動ライン１２５６を伴う底
部層１２５２と、ピックアップライン１２５７、集積回路１２５８、フレックスな外部接
続１２６２、及び集積回路を例えば製造試験のために外部装置に接続するために使用され
得るプロセッサ接続１２６０を伴う上部層１２５４とを作り出す。しかしながら、この構
成は、距離“ｄ”が各スロット対１２０６の間の距離であり、この実施例におけるピッチ
がスロット１２７０と１２７２間であり、この装置を５ピッチの装置としているため、こ
こでも再び遥かに小さなピッチを有するものである。この実施例の装置は、その他の実施
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例の装置１２００（図１２Ａ）がＫａｐｔｏｎテープの８ピッチを占めるのに対して、Ｋ
ａｐｔｏｎテープの５ピッチを占めるにとどまる。この装置は、図１２Ａの実施例の装置
１２００とほぼ同じ機能を果たすのに、Ｋａｐｔｏｎテープに占める割合が小さく、材料
コストを節約する。合成センサ表面積が減少すると、この装置がテープのピッチを更に小
さくすることができ、ピックアップライン、駆動ライン、及びその他の構成要素を収容す
るために必要なスペースを減じることができる。この実施例において、効果的なセンサ表
面は１０ｍｍ２であるが、９ｍｍ２または８ｍｍ２にさえ減少させることができ、構成も
これに応じて規模を縮小して装置の全面積を減少させ、同様に装置全体を収容するのに必
要な基板の面積を減少させることができる。
【０１１２】
　当業者に理解されるように、これらの実施例を示したが、装置に使用される基盤の大き
さや、感知領域の大きさならびにピクセル密度など、本発明の異なる側面を最適化するた
めに異なる設計もなされ得る。しかしながら、本発明は、他の者によってなされる特定の
最適化に限定されるものではなく、実際に、本発明は他の者を啓蒙して本設計について、
現に可能な周知の及び代替の処理過程、材料ノウハウを使用して改良の動機付けを与える
ものである。本発明の範囲は後の審査のために添付され或いは提出される請求の範囲によ
ってのみ限定され、本明細書に偶然記載された情報によっては限定されない。
【０１１３】
　図１３ａを参照すると、フレックスなレイアウト構造１３００が図示される。図示され
ているように、フレックスなレイアウト構造１３００は、画像領域１３５０を含み、その
中で駆動ラインがピックアップラインとのクロスオーバー位置を形成し、クロスオーバー
位置は上部層１３７０を底部層１３７２の上に折り畳み、フレキシブル基板をそれ自体の
上にフレックス曲げ半径１３７４周囲で折り畳んで形成される。側面からみると、上部の
フレキシブル基板１３６４は、上部ソルダーレジスト１３６２上に積層され、上部ソルダ
ーレジスト１３６２は、上部の銅線またはピックアップライン１３６０上に積層される。
底部層ソルダーレジスト１３７０は、上部銅線１３６０の下に折り畳まれ、底部銅線１３
７２はソルダーレジスト１３７０の下かつ底部フレックスの上に形成される。
【０１１４】
　図１３ｂを参照すると、図１３ａのフレックス層構造１３００を取り付けるためのモジ
ュール構造１３０１の１つの実施例が示される。当業者は、特定のモジュール構造が実施
形態によって変化し得ること、及び、この実施例は、実際の実装を行うために使用され得
るモジュールのほぼ完全な実施例を示してはいるものの、あくまでも１つの実施例にすぎ
ず、実施形態をいかなる方法によっても限定することを意図したものではなく、また、限
定して考えてはならないことを理解するであろう。実施例の構造１３０１は、フレックス
な上部層１３７０を、駆動ラインとピックアップラインのアラインメントを確保するため
に構成されたフレックス位置決めピンまたはプラスチック製のフレーム１３３７を有する
その上部層で受け取る硬質基板１３３０を含む。感知電極対は、２つの層上で駆動・ピッ
クアップラインのクロスオーバーによって形成されるため、ｘ－ｙアラインメント公差の
要求は、２つの層間で照合されるべき特徴がある場合に要求されるサブピクセルのアライ
ンメント公差ではなく、いくつかのピクセルオーダーとなり得る。各層上の４つの取り付
け穴（１３３７）は、角度アラインメント及びｘ－ｙアラインメントを確保するために十
分である。駆動チップ１３１０と画像領域１３５０も示されている。
【０１１５】
  図１４を参照すると、実施形態により一般的に構成されるセンサシステム１４０２を組
み込んだ実施例のシステム１４００が例示されている。センサ装置は、システムに組み入
れられ得るし、或いは独立型の製品として構成され得る。独立型の製品として、センサ構
成要素は、筐体（図示せず）に収容されることができ、電気接続は、装置またはかかる装
置を利用するシステムと接続するために曝露され得る。当業者は、本明細書に記載する実
施形態によって構成されるセンサが異なる産業セクターで広範に使用されている筐体にど
のようにして組み込まれ得るかを即座に理解するであろう。従って、例えば、システムに
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おいて、機械的な接続、設計、及び構造が、特定のアプリケーションのために必然的に変
化し得る。例えば、指紋センサとしての使用のためにラップトップに組み込まれると、表
面取り付けモジュールが、センサグリッドラインをユーザに曝露するために採用される必
要があるだろう。携帯電話や携帯情報端末（ＰＤＡ）などに組み込まれる場合は、センサ
の動作能力を提供しつつ特定の装置設計に適合させるために、別種の取り付けモジュール
が、必要となるだろう。再び、図１４は、図示されてはいないが、実施形態によって構成
された、上部層１４０６と底部層１４０８を有し、アプリケーションに応じてそれぞれピ
ックアップラインかプレート及び駆動ラインかプレートを有し、折り畳んだフレキシブル
または硬質な基板１４０４を有するセンサ１４０２を組み込んだシステム１４００を図示
するものである。二次元感知領域１４１１が上部に物体１４１０を伴って示されているが
、ここでの物体は、指紋センサの場合、指とすることができ、その他のアプリケーション
の場合はその他の物体とすることができる。上部層のピックアッププレートまたはライン
（図示せず）は、受信した合成信号を送るために通信リンク１４１２を介して上部プレー
ト処理回路と通信する。駆動ラインまたはプレートは、本明細書では図示していないが底
部層１４０８に配置され、通信ライン１４１６を介して底部プレート処理回路１４１４か
ら駆動信号を受信する。上部プレート処理回路は、ピックアッププレートまたはラインか
ら受信した合成信号を受信し、増幅し、及び／またはバッファーリングし、或いは保存す
るように構成されたフロントエンドバッファー及びアンプ１４１６を含む。図９に示すよ
うなスイッチアレー１４１８が、フロントエンド１４１６から信号を受信し、切り替え信
号をデジタル信号に変換するために、アナログ・デジタル（Ａ／Ｄ）コンバータ１４２０
に送信するように構成される。デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１４２２は、Ａ／Ｄコ
ンバータ１４２０からデジタル信号を受信し、送信のために信号を処理するように構成さ
れる。
【０１１６】
　底部プレート処理回路１４１４は、センサ基板１４０４の底部層１４０８上の駆動プレ
ートまたはラインによる使用のための駆動回路を作り出すように構成され、信号を作り出
すためのドライバ及びスキャン論理回路１４２４と、駆動信号が設定されている周波数を
プログラマブルに設定するプログラマブル周波数発生器１４２６とを含む。底部プレート
処理回路１４１４は、通信リンク１４２８を含み、同様に、上部プレート回路は、プロセ
ッサ、メモリモジュール、及びその他の構成要素などと、システム間で通信を送受信する
ためのシステムバス１４３２と通信するための通信リンク１４２０を有する。システムバ
ス１４３２は、アルゴリズム１４２８、アプリケーションソフトウェア１４４０、テンプ
レート１４４２、及びその他プロセッサ１４４４によって永続的に頻繁に使用されるため
のコードを保存するために、通信リンク１４３６を介して永続性メモリ１４３４と通信す
る。プロセッサ１４４４は、システムバスから受信され、センサ１４０２から派生した信
号を処理するための論理回路とその他の電気回路を有するプロセッサ論理回路と、プロセ
ッサと協働して基本的及び複雑な演算を行うための論理回路によって構成される数値演算
ユニット１４５０を含む。プロセッサメモリ１４５２は、例えば計算結果を保存、及びそ
の後の計算のための読み出しのためなど、プロセッサ１４４４の局部的保存のために構成
される。
【０１１７】
　動作時、駆動信号は、プロセッサ１４４４によって制御され、底部プレート処理回路１
４１４からの駆動信号のパラメータが、プロセッサ１４４４によって底部プレート処理回
路１４１４内に設定される。駆動信号は、発生器１４２６内に設定されたパラメータ内の
論理回路１４２４によって生成され、通信リンク１４１６を介して底部プレート１４０８
へ送信される。これらの信号は、感知領域１４１１周辺の上部層１４０６上のピックアッ
プラインへと延在する電磁場を生成する。これらの信号は、（図示しないが、上述した）
センサグリッド上の異なるピクセル電極対を通って循環され、これらの電磁場のいくつか
は、物体１４１０（例えば、指紋など）によって吸収される。合成信号が（図示しないが
、上述した）感知領域１４１１周辺の上部層１４０６上のピックアッププレートまたはピ



(30) JP 5886211 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

ックアップ回路によってピックアップされる。その後、合成信号は、通信ライン１４１２
を介して上部プレート処理回路に送信され、信号が処理され、さらなる処理のためにメモ
リ装置またはプロセッサ１４４４へ送信される。ひとたびドライバとスキャン論理回路が
グリッドセンサ上のピクセルを循環すると、物体の特徴、特性に関するデータがシステム
によって明確化され、利用され得る。例えば、指紋センサシステムにおいて、画像は保存
された指紋画像と比較され得る指紋画像とすることができ、照合すれば、ユーザの認証に
使用され得る。
【０１１８】
　図１５は、実施形態によって構成された装置が、指紋感知アプリケーションにどのよう
に応用されるかを示す。ユーザは、指紋（１５１０）のついた指を、駆動プレート（１５
０６ａから１５０６ｎ）とピックアッププレート（１５０２ａから１５０２ｍ）とのクロ
スオーバー位置によって形成されたセンサグリッドの上に置く。画像ピクセル１５６１が
、駆動プレート１５０６ａとピックアッププレート１５０２ａの電極対の上の指紋領域を
感知し、ピクセル１５６１ａが、駆動プレート１５０６ｎとピックアッププレート１５０
２ａのクロスオーバーを感知し、ピクセル１５６２ｎが、駆動プレート１５０６ｎとピッ
クアッププレート１５０２ｍのクロスオーバー上の領域を感知する。
【０１１９】
　図１６は、図１１及び図１４に示す実施形態を使用した、図１５に示す指紋画像を収集
するために要求されるステップを示す。画像取得は、ステップ１６０１にて開始する。初
期化の一部として、ステップ１６０２において行カウンタを１に初期化する。ステップ１
６０３は、行スキャンシーケンスの開始である。各行の開始において、列カウンタがステ
ップ１６０３にて１に設定される。ステップ１６０４において、上部プレートスキャン論
理回路１１４５は、選択された行のための適切なアナログスイッチ（１１０３ａから１１
０３ｎの中から１つ）を起動する。ステップ１６０５において、個別のピクセルの感知は
、底部プレートスキャン論理回路１１４０が、キャリア信号１１１６により適切な駆動プ
レート（１１０６ａから１１０６ｎの中から１つ）を起動するときに開始する。ステップ
１６０６において、プログラマブル利得アンプ１１９０による処理の後、異なるアンプ１
１８０からの信号が、Ａ／Ｄコンバータ１１２５によって、反復してサンプリングされる
。デジタルミキサ１１１８がサンプルを混入して、デジタル発振器１１１０によって設定
されたベースバンド周波数にする。その後、ベースバンド信号がデジタルデシメートフィ
ルター１１２０によってフィルタリングされて、現在のピクセルの信号レベル値を生成す
る。図１１の実施形態においてこのステップのために行われる機能は、代替的に、図１０
に示す、対応するアナログ受信器や、その他の機能的に類似する配置によって行われ得る
。ステップ１６０７において、ステップ１６０６において得られた信号レベル値は、現在
選択されている行及び列に対応するメモリバッファー１１３２の適切な位置に保存される
。ステップ１６０８において、列数がインクレメントされ、ステップ１６０９において、
現在の行の収集が完成したか否かを決定するために列数をチェックする。行が未完成の場
合、ステップ１６０５に戻って行中の次のピクセルを収集する。行が完成した場合、ステ
ップ１６１０に進んで行数をインクレメントする。ステップ１６１１において、全ての行
がスキャンされたか否かを決定するために、行数をチェックする。全ての行がスキャンさ
れていない場合は、フローはステップ１６０３に戻って最初の列に戻って次の行を開始す
る。ひとたび全ての行がスキャンされると、画像取得が完成し、ステップ１６１２に進み
、この時点で画像は、長期間の保存のためのさらなる処理または転写の準備が整ったこと
になる。
【０１２０】
　当業者は、行と列のスキャンのオーダは、いくつかの実装ではインターリーブモードで
より最適にサンプリングできる場合があるため、アレー中の物理的な位置に直接的に対応
するものでなくてもよい点を認識するだろう。
【０１２１】
　図１７は、図１４に示す実施例の１つであるユーザ認証アプリケーションの例である。



(31) JP 5886211 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

ステップ１７０１において、プロセッサ１４４４上のシステムレベルアプリケーション１
４４０は、ユーザ認証を必要とする。ステップ１７０２において、ユーザは認証のために
指を提供するよう促される。システムは、ステップ１７０３において、検出対象の指が存
在するようになるまで待機する。これは、図１６に示すような大きさを縮小した画像を収
集し、指の画像を検査することによって、或いはその他の専用ハードウェアを介して行わ
れ得る。ひとたび、指の存在が検出されると、ステップ１７０４において、図１６に記載
の方法またはその他のこれにほぼ類似する方法を用いて、完全な画像が収集される。その
後、この画像は保存され、ステップ１７０５において、図１７Ｂに示すような、一般的に
は特徴点の位置及び種類（分岐点１７１０や端点１７１１など）のマップや、おそらくは
隆起部分の頻度や向き、或いはそれらのいくつかの組み合わせから構成される、テンプレ
ート１７１２に変換される。ステップ１７０７において、テンプレートはその後、ステッ
プ１７０６における永続性テンプレートメモリ装置１１４２から検索された１または複数
の登録テンプレートと比較される。照合で一致が判明すると、ユーザは、ステップ１７０
８において認証され、アプリケーションへのアクセスが許可される。照合で一致しないと
判明すると、ユーザはステップ１７０９で拒絶され、アクセスが拒否される。
【０１２２】
　図１６及び図１７Ａ～Ｂなどに記載された認証システムにおいて、安全性と動作速度と
の間にトレードオフ関係が存在し得る。スマートフォンなどの装置では、異なる動作モー
ドのための異なる安全性及び利便性（速度）の要求もあり得る。これらのトレードオフは
、異なる種類の情報の安全性の価値によって影響を受け得る。１つの例として、単にスマ
ートフォンやその他の装置を起動するためには、ユーザは、安全性に対して低い価値を置
くかもしれない。しかし、金融取引やその他の慎重に扱うべき譲渡に関しては、遥かに高
い価値を置くかもしれない。ユーザは、個人的な付き合いに関する情報や顧客リストにア
クセスする機能をロックアウトしたいと希望するかもしれないし、或いはまた、他人が市
内通話や長距離電話をし、個人的な写真にアクセスし、ソーシャルネットワークのウェブ
サイトにアクセスし、テキストメッセージや電子メールを送受信する機能をロックアウト
したいと希望するかもしれないし、異なる情報へのアクセスのために異なる安全面の規約
を持ちたいと望むかもしれない。バイオメトリクスの利益のない従来システムのユーザは
一般的には、４桁の暗証番号で電話の送受話器をロックするが、この安全性はかなり低い
ものである。同じ装置を使用して金融取引を行うことは、産業界において所望される新た
な展開であるが、かかる取引における安全性確保のうえで、ユーザは遥かに高い安全性を
希望するだろう。逆に、単なる通話のために電話をロック解除するのにユーザが許容可能
な時間量は、金融取引のためにユーザを認証するのにより多くの所要時間が要求されるこ
とに対してユーザもより寛容になり得る、高価値の取引の安全性を確保するために待機す
る時間よりも、遥かに短いだろう。
【０１２３】
　本明細書に記載した実施形態は、様々な取得画像の解像や照合アルゴリズムによる安全
性基準を提供することによって、これらの両方の要件の支援を容易にする。１つの実施例
において、高い安全モードでの動作するとき（ユーザ登録や高価値の取引における認証な
ど）、図１６に記載された画像取得の処理手続きと、図１７Ａから図１７Ｂに記載された
照合の処理手続きとは、最大解像モードで動作し得る。「手軽」モード（電話をロック解
除する、写真をみる、ネットサーフィンする、またはユーザを切り替えるなど）で動作す
るときは、指紋画像は、各列及び各行を１つおきにとばして、例えば、ステップ１６０８
及び１６１０が列カウンタ及び行カウンタをそれぞれ、１つではなく２つずつインクレメ
ントするなどして、半分の解像モードで取得され得る。この結果、高い安全モードと比較
して各軸において画像の解像度が半分になり、大きさが４分の１になり得る。このことは
、４つの要因によって、画像を取得するために必要な時間（図１６）と画像からテンプレ
ートを抽出するために必要な時間（ステップ１７０５）とを短縮できる。この手軽モード
のための画像解像度の低下と安全性要求の緩和により、ステップ１７０７で適用される照
合閾値も、これに応じて低下する。
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【０１２４】
　図１８Ａから図１８Ｄを参照すると、センサ１８００として、その他の実施形態のセン
サモジュールやアセンブリが示され、まず、図１８Ａにて、折り畳んだフレックスセンサ
１８０２、モジュール折り畳み底部１８０４、及び取り付け板１８０６からなる拡大図に
て示される。かかる実施形態において、プランジャー１８１２と底部１８１３を有するス
イッチが、指紋センサ動作など、装置の他の動作と協働してセンサ動作の一体化が可能な
センサアセンブリの中に組み込まれる。さらにまた、かかるアセンブリは、生体認証機能
を含む拡張機能を有する、例えば携帯電話やスマートフォンなどの装置上で使用される個
人用スイッチの構成も可能である。例えば、装置の表示画面に隣接する、Ａｐｐｌｅ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製のｉＰｈｏｎｅ（商標）のメイン切り替えス
イッチ用のモジュール切り替えや、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ（ＲＩＭ：商
標）製のＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（商標）スマートフォンに使用されるナビゲーション切り
替えスイッチなど、電源スイッチや切り替えスイッチとともに使用される場合に、指紋セ
ンサは、これらの個人用装置を使用しつつ、認証のために使用され得る。認証は、装置全
体にアクセスするため、ユーザが保護を希望する異なる情報などの異なる基準の情報にア
クセスするため、また、安全性のより高い基準を要求する金融取引のためのユーザ認証の
ためなどに使用され得る。これらの設定は、製造業者によって予め設定されても、ユーザ
によって設定し直されても、ユーザや装置に関係のある金融機関によって設定されてもよ
く、また、情報を保護する上で関心を有する任意の者に設定可能とされてもよい。
【０１２５】
　相変わらず図１８Ａを参照すると、折り畳まれたフレックスセンサ１８０２は、モジュ
ール周辺にフレックスを配置し適正な位置に維持するための配置穴１８０８に沿って、取
り付け位置のモジュール折り畳み底部１８０４周囲にてループ留め具１８０５Ａと折り畳
み端部１８０７Ａとそれぞれ適合するように、１８０５及び１８０７にて折り畳まれ得る
。フレックスセンサ回路の実施形態が図１２Ａまたは図１２Ｂの実施例によって基板上に
形成される、或いは構成される場合、基板の異なる折り畳みや形成を必要とする、これら
の、またはその他の構成物を収容するために、異なる取り付け動作が要求され得る。セン
サ１８０２は、上記の類似の実施形態において記載したように、プロセッサ１８１０を含
み得る。取り付け板１８０６は、プランジャー１８１２を収容するために、スイッチ開口
部１８１１周辺に取り付けられるスイッチ１８１３を含むことができ、また、プロセッサ
１８１０を収容するために構成されるプロセッサ開口部１８１４も含み得る。
【０１２６】
　図１８Ｂを参照すると、別の角度からみた図１８Ａのセンサのその他の拡張図が示され
、図１８Ｂにおいて、フレックスセンサ１８０２の１つの側面で開口部１８０８とプロセ
ッサ１８１０とがより明確に示され、開口部１８０８は、センサ１８０２の基板を適切な
位置に維持し、その後開口部１８１８で受け取られるための配置または取り付けくぎ１８
１６を受け取るように構成される。配置または取り付けくぎ１８２０は、取り付け開口部
１８２２によって受け取られる。スイッチ底部開口部１８２４は、スイッチ底部１８１３
を受け取るように構成される。別の実施形態において、プランジャー１８１２の開口部と
底部１８１３の開口部は、スイッチ全体を受け入れるための単一サイズの開口部とするこ
とができ、或いは、単一の円筒形、長方形、またはその他の形状の開口部がスイッチを収
容するのに十分であるように、スイッチはプランジャーと同じ直径とすることができる。
【０１２７】
　図１８Ｃは、センサ基板１８０２がモジュール折り畳み底部１８０４の上に、また底部
１８０６の上に取り付けられ、スイッチプランジャー１８１２とスイッチ底部１８１３を
それぞれ収容する開口部１８１１と１８２４とを有する、組み立てられたセンサアセンブ
リの側面を切り取った図を示す。図１８Ｄは、図１８Ｃの側面をクローズアップした図を
示す。
【０１２８】
　図１９Ａから図１９Ｊは、アセンブリと一体化される底部スイッチにドームスイッチが
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使用される、その他のセンサ／スイッチアセンブリを示す。図１９Ａを参照すると、アセ
ンブリ１９００は、取り付け板１９０６に取り付けられたモジュール折り畳み底部１９０
４と一体化されるドームスイッチ１９１２を含む。この実施形態において、ドーム型のプ
ランジャー１９１２と底部１９１３（図１９Ｃ）とを有するスイッチは、その他の動作と
ともに行う指紋センサ動作など、装置のセンサ動作の一体化が可能なセンサアセンブリに
組み込まれる。
【０１２９】
　図１９Ａ、図１９Ｂ、及び図１９Ｃを参照すると、折り畳まれたフレックスセンサ１９
０２は、モジュール周辺にフレックスを配置し適正な位置に維持するための配置穴１９０
８（図１９Ｄ）に沿って、取り付け位置のモジュール折り畳み底部１８０４周囲にて、ル
ープ留め具１９０５Ａと折り畳み端部１９０７Ａとそれぞれ適合するように、それぞれ、
１９０５及び１９０７にて折り畳まれ得る。フレックスセンサ回路の実施形態が図１２Ａ
または図１２Ｂの実施例によって基板上に形成される、或いは構成される場合、基板の異
なる折り畳みや形成を必要とする、これらの、またはその他の構成物を収容するために、
異なる取り付け動作が要求され得る。センサ１９０２は、上記の類似の実施形態において
記載したように、プロセッサ１９１０を含み得る。取り付け板１９０６は、プランジャー
１９１２の下に取り付けられるスイッチ１９１３を含むことができ、また、プロセッサ１
９１０（図１９Ｄ）を収容するよう構成されるプロセッサ開口部１９１４も含み得る。
【０１３０】
　図１９Ｇ、図１９Ｈ、図１９Ｉを参照すると、センサの側面図が示され、フレックスセ
ンサ１９０２、開口部１９０８、及びプロセッサ１９１０が示されるが、ここで、開口部
１９０８は、センサ１９０２の基板を適切な位置に維持し、その後、開口部１９１８で受
け取られるための配置または取り付けくぎ１９１６を受け取るように構成される。配置ま
たは取り付けくぎ１９２０は、取り付け開口部１９２２によって受け取られる。スイッチ
底部開口部１９２４は、スイッチ底部１９１３を受け取るように構成される。別の実施形
態において、プランジャー１９１２の開口部と底部１９１３の開口部は、スイッチ全体を
受け入れるための単一サイズの開口部とすることができ、或いは、単一の円筒形、長方形
、またはその他の形状の開口部がスイッチを収容するのに十分であるように、スイッチは
プランジャーと同じ直径とすることができる。
【０１３１】
　図１９Ｅ、図１９Ｆ、図Ｊは、スマートフォンなどの装置に取り付けられ、センサ基板
１９０２がモジュール折り畳み底部１９０４に取り付けられ、また、底部１９０６に取り
付けられ、開口部１９１１と１９２４がそれぞれスイッチドームプランジャー１９１２と
スイッチ底部１９１３とを収容する、センサアセンブリの標準の、切り取り、或いは拡大
した切り取り図を示す。センサ領域１９０１は、装置の完全なケース１９２５に組み込ま
れるベゼル開口部１９０９によってアクセスされる。ユーザがセンサ表面１９０１に指を
置くと、同時にスイッチプランジャー１９１２が押し下げられる。
【０１３２】
　図２０は、ユーザがセンサ表面に触れると、上面の導電層２００２を、絶縁層２００４
を通って導電層２００６へと電子的に接続する手段を提供し得る埋め込みスイッチ２００
０の１つの実施形態の斜視図を示すが、これは、導電層２００２の上にある層であっても
よい。上記のように、指紋センサ内で３層が埋め込まれることができ、ユーザが触れるこ
とで装置内の電源、切り替え、初期化、入力、その他のスイッチ機能などの機能が起動す
るように、スイッチが二重層の指紋センサ内に配置され得る。３つの層は、モジュール２
００８の表面２００６上に配置され得るが、そこは、モジュールが基板２０１２の表面２
０１０に配置される位置である。
【０１３３】
　図２１Ａ及び図２１Ｂは、スイッチがセンサとしての基板上に形成される本発明の１つ
の実施形態を示す。図は、一般的にはＫａｐｔｏｎ（著作権）だがこれに限定されないフ
レックス基板２１０２、２１０３、一般的にはエッチングまたは形成された銅線である金
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属化層２１０４、２１０５、及び、一般的にはソルダーレジストである絶縁層２１０６、
２１０７から構成される、折り畳まれたフレックスな積層を示す。絶縁層２１０６、２１
０７は、カットアウト部２１１０を有し、導電層２１０４、２１０５を曝露している。間
隔２１１０に対直圧がかからない場合は、導電層２１０４、２１０５は互いに電気的に接
続せず、ＯＦＦの状態となる。
【０１３４】
　図２１Ｂは、指などの接触物体によって機械的に押し下げられたフレックス上部層２１
０３と導電層２１１２を示す。上部層２１０７は、物理的に押されて、圧力の中心点２１
１２で導電層２１０６と電気的に接触し得る。これにより埋め込みフレックススイッチが
形成され、ＯＮの状態になる。
【０１３５】
　特定の例示的な実施形態が記載され、また、添付の図面において示されたが、かかる実
施形態は単なる例示にすぎず、広い実施形態を限定するものではない点が理解されるべき
であり、また当業者は様々なその他の変形に想到し得るから、かかる実施形態は図面にお
いて示され、明細書において記載された具体的な構成や配置に限定すべきものではない点
が理解されるべきである。したがって、実施形態の精神と範囲を逸脱することなく、回路
を形成するためのその他の配置及び／または多種多様な分量、接続、トランジスタの配置
や数量、がなされ得、また、その他の特徴や機能が発生し得る。同様に、本明細書で明示
されていない構成要素は、実施形態の精神と範囲を逸脱することなく、この実施形態の様
々な実施形態に含められ得る。加えて、この実施形態の様々な実施形態における特定の構
成要素を創作するために行われると記載された異なる処理過程のステップ及び集積回路製
造作業は、当業者にとって明らかであるように、実施形態の精神と範囲を逸脱することな
く、本明細書に明示されていない異なる構成要素または構成要素の異なる構成を全体的或
いは部分的に創作するために容易になされ得る。したがって、明細書及び図面は、限定的
な意味合いにおいてではなく、例示的な意味合いにおいて解釈されるべきである。
【０１３６】
　特定の例示的な実施形態が記載され、添付の図面において示されたが、かかる実施形態
は広い実施形態中、単に例示的なものであり、限定的なものではない点が、理解されるべ
きであり、当業者は様々なその他の変形に想到し得るから、かかる実施形態は図面におい
て示され、明細書において記載された具体的な構成や配置に限定すべきものではない点が
理解されるべきである。したがって、明細書及び図面は、限定的な意味合いにおいてでは
なく、例示的な意味合いにおいて解釈されるべきである。
【０１３７】
　再び、実施形態は、多くの領域におけるアプリケーションを有し、特に、生体認証機能
を有するセンサにおけるアプリケーションを有している。例えば、指紋センサ及びその他
の生体認証機能を有するセンサは、安全性及び利便性の理由から広範なアプリケーション
における使用が数多く受け入れられ始めている。実施形態に基づく装置、システム、及び
方法は、システムコストを引き上げることなく、生体認証処理過程の安全性を改善するだ
ろう。さらに、実施形態は、構成要素の認証から利益を受ける装置、システム、及び方法
へと拡張し得る。上記のように、実施形態は、ホスト及びセンサが上記構成要素の任意の
組み合わせまたは部分を含み得るものであり、かかる形態は、システムが意図するアプリ
ケーションに最適の手法で配置され構成され得る。当業者は、本明細書に記載された構成
要素の異なる組み合わせや置換が、実施形態の精神と範囲から逸脱することなく可能であ
る点を、また、かかる実施形態の精神と範囲は、添付の特許請求の範囲とその均等物によ
って定義され、また、将来、関連出願において提示される特許請求の範囲とその均等物に
よって定義される点を理解するであろう。
【０１３８】
　実施形態には、マイクロプロセッサなど、コンピュータプロセッサによって行われる多
くの機能も含まれ得る。マイクロプロセッサは、実施形態に具現される特定のタスクを明
確にする、機械可読なソフトウェアコードを実行することによって、実施形態に基づいて
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特定のタスクを遂行するように構成された、専門の、或いは専用のマイクロプロセッサと
することができる。マイクロプロセッサは、ダイレクトメモリアクセスモジュール、メモ
リ装置、インターネット関連のハードウェア、及び実施形態に基づいたデータ送信に関連
するその他の装置など、その他の装置とともに作動し、これらと通信するように構成され
てもよい。ソフトウェアコードは、Ｊａｖａ、Ｃ＋＋、ＸＭＬ（拡張マークアップ言語）
、及び実施形態に関連する機能操作を実行するために必要な装置の動作に関連する機能を
明確にするために使用され得るその他の言語などのソフトウェアフォーマットを使用して
構成され得る。前記コードは異なる型及びスタイルにて書かれ得るが、その多くは当業者
に知られている。異なるコードフォーマット、コード構成、ソフトウェアプログラムのス
タイル及び型、及びその他、実施形態に基づいてマイクロプロセッサの動作を明確にする
ためのコード構成手段は、実施形態の精神と範囲から逸脱しないだろう。
【０１３９】
　ラップトップ若しくはデスクトップコンピュータ、プロセッサや処理論理回路を有する
携帯装置、及び、おそらく、コンピュータサーバまたは実施形態を利用するその他の装置
などの異なる種類の装置において、実施形態に基づいて機能する一方で、情報を保存し、
検索するための異なる種類のメモリ装置が存在する。しばしば、キャッシュメモリ装置が
、かかる中央演算処理装置用の使用のためのコンピュータ内に、頻繁に保存され、検索さ
れる情報の利便性の高い保存場所として含まれる。同様に、永続性メモリも、中央演算処
理装置によって頻繁に検索されるが、キャッシュメモリとは異なり、永続性メモリ内で頻
繁に変更がなされない情報を維持するため、コンピュータにより頻繁に使用される。メイ
ンメモリも、中央演算処理装置によって実行されると、実施形態に基づいて機能を果たす
ように構成されたデータやソフトウェアアプリケーションなど、より容量の大きい情報を
保存し、検索するために、通常において含まれる。メモリ装置は、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックランダ
ムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、フラッシュメモリ、及び情報を保存し、検索するために
、中央演算処理装置によってアクセスされ得るその他のメモリ保存装置として構成され得
る。データ保存及び検索動作中、これらのメモリ装置は変形されて、異なる電荷、異なる
磁気極性などの異なる状態を有する。したがって、本明細書に記載された実施形態に基づ
いて構成されたシステム及び方法は、これらのメモリ装置の物理的な変形を可能にする。
したがって、本明細書に記載された実施形態は、１つまたは複数の実施形態において、メ
モリ装置を異なる状態に変形し得る、新規かつ有用なシステム及び方法に関するものであ
る。実施形態は、特定種類のメモリ装置や、これらのメモリ装置へ情報を保存し、これら
のメモリ装置から情報を検索する一般的な手順に限定されない。
【０１４０】
　「機械可読媒体」の用語は、１組または複数組の命令を保存する単一の媒体または複数
の媒体（例えば、集中型若しくは分散型のデータベース及び／または関連するキャッシュ
ならびにサーバ）を含むものととらえるべきである。「機械可読媒体」の用語は、機械に
よる実行のための１組の命令の保存、暗号化、または移動が可能な媒体であり、機械に本
実施形態の任意の１つまたは複数の方法を実行させる任意の媒体も含むものととらえるべ
きである。機械可読媒体は、機械（例えば、コンピュータ、ＰＤＡ、携帯電話など）可読
形式で情報を提供（即ち、保存及び／または送信）する任意のメカニズムを含む。機械可
読媒体は、例えば、メモリ（上記のようなもの）；磁気ディスク記憶媒体；光記憶媒体；
フラッシュメモリ素子；生物学的、電気的、機械的システム；電気的、光学的、音響学的
、またはその他の形式の伝搬された信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号な
ど）を含む。装置または機械可読媒体は、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）、ナノテク
ノロジー装置、有機メモリ装置、ホログラフィックメモリ装置、固体メモリ装置及び／ま
たは回転磁気ディスク若しくは回転光ディスクを含み得る。装置または機械可読媒体は、
例えばコンピュータの相互接続や、異なる仮想メモリ装置など、命令が分割されて異なる
機械になされるときには、分割され得る。
【０１４１】
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　特定の例示的な実施形態が記載され、添付の図面に示されたが、かかる実施形態は単に
例示的なものであり、広い実施形態を限定するものではない点が、また、この実施形態は
当業者がその他の種々の変形を想到し得るため、図示され、記載された具体的な構成及び
配置に限定されるものではない点が理解されるべきである。したがって、明細書及び図面
は、限定的な意味合いにおいてではなく、例示的な意味合いにおいて解釈されるべきであ
る。
【０１４２】
　明細書中、「１つの実施形態（ａｎ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「１つの実施形態（
ｏｎｅ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」「いくつかの実施形態」、「その他の実施形態」への
参照は、こうした実施形態と関連して記載された特定の特徴、構造、または特性が、少な
くともいくつかの実施形態に含まれているが、必ずしも全部の実施形態に含まれてはいな
いことを意味する。様々な形態で現れる「１つの実施形態（ａｎ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ
）」、「１つの実施形態（ｏｎｅ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」または「いくつかの実施形
態（ｓｏ－ｍｅ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ）」は、必ずしもその全てが同一の実施形態を
参照しているものではない。明細書が、構成要素、特徴、構造、または特性について言及
する場合、特定の構成要素、特徴、構造、または特性が含められる必要のない“ｍａｙ”
、“ｍｉｇｈｔ”または“ｃｏｕｌｄ”が使用される。明細書や特許請求の範囲において
、「１つの（ａ）」エレメントまたは「１つの（ａｎ）」エレメントについて参照してい
る場合は、エレメントの中のただ１つを意味しない。明細書や特許請求の範囲において、
「１つの追加的」エレメントについて参照している場合は、複数の追加的エレメントがあ
ることを排除するものではない。
【０１４３】
　方法、システム、及び装置は、生体認証機能を有するシステムに対する新規な手法によ
って改善された、安全性動作と構造を含む。かかるシステムは、特に金融取引において安
全性の特徴を増大させ大いに利益をもたらすであろう。この実施形態は、装置、システム
、及び指紋センサなどの生体認証機能を有する装置の認証に関連する方法について記載さ
れ図示されているが、実施形態の範囲は、かかる機能が有用であるその他のアプリケーシ
ョンにも拡張する。さらに、上記の記載が実施形態の特定の実施形態を参照してなされた
が、これらは単なる実施形態の例示であり、実施形態の原理から逸脱することなくこれら
の実施形態に変更がなされ得、実施形態の範囲は添付の特許請求の範囲ならびにその均等
物によって定義される点が認識されるであろう。
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